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1．基礎情報の収集及び現状分析 

 

1-1.地球温暖化対策を取り巻く状況 

 

1-1-1．地球温暖化の現状 

地球の大気には二酸化炭素などの温室効果ガスと呼ばれる気体がわずかに含まれ

ており、本来、温室効果ガスは生物の生存に適した気温を保つことに寄与している。 

しかし、産業革命以降の人間活動の活発化や、化石燃料の大量消費や森林の減少な

どにより、大気中の温室効果ガスの濃度は急激に増加した。二酸化炭素排出量と世界

平均地上気温の上昇変化はおおむね比例関係にあるとされており、地球温暖化により、

平均的な気温の上昇のみならず、異常高温（熱波）や大雨・干ばつの増加など様々な

気候変動が引き起こされている。 

現状でも様々な温暖化対策が進められているが、地球温暖化による気温上昇は避け

られないと予想されている。IPCC（国連の気候変動に関する政府間パネル）の第５次

評価報告書によると、このまま気温の上昇が続いた場合、①高潮や沿岸部の洪水、海

面上昇による健康障害や生計崩壊のリスク、②大都市部への内水氾濫による人々の健

康障害や生計崩壊のリスク、③極端な気象現象によるインフラ機能停止、④熱波によ

る死亡や疫病、⑤干ばつによる食料不足や食料安全保障の問題、⑥水資源不足と農業

生産減少、⑦陸域や淡水、海域の生態系、生物多様性がもたらす様々なサービス損失

といった深刻な影響が生じるとされている。 

気象庁による、緯度経度ともに 5 度で区切った領域ごとに気温変化の傾向を算出し

た結果を図 1-1-1 に示す。1891〜2022 年の期間における長期変化傾向をみると、気温

上昇は世界全体で起きていることが分かる。また、上昇の割合は世界で一様ではなく、

海上より陸上の方が大きくなっている。 

特に、北半球の緯度の高い地域ほど大きくなっており、観測データが広い範囲で揃

い始める 1979 年以降の変化傾向についてみると、ほとんどの地域で上昇傾向となって

いる。これらの２つの期間を比べると、1979〜2022 年の変化傾向の方が多くの地域で

大きいことから、世界的に近年における気温上昇が著しいことが分かる。 
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（出典：気象庁） 

図 1-1-1 世界の年平均気温の長期変化傾向 

 



 

3 

 

1-1-2．国際的な取り組み 

(1) 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

2015（平成 27）年に国連で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」

において、世界共通の目標として「持続可能な開発目標（Sustainable Development 

Goals）」が掲げられ、その行動計画として、世界中の様々な課題解決のための 17 のゴ

ールと 169 のターゲットから構成されている。 

具体的に関わるゴールとしては、「Goal13 気候変動に具体的な対策を」が設定され

ているが、ＳＤＧｓのゴールとターゲットは相互で関係しており、気候変動といった

環境面だけでなく、経済・社会面などにおける複数の課題を統合的に解決すること、

また、一つの行動によって、複数の側面における利益を生み出すことが求められてい

る。 

 

(2) パリ協定 

近年、頻発化している豪雨・台風による災害や、猛暑などは、気候変動による影響

が一因と考えられる異常気象そのものであり、既に我々の身近な生活に大きな影響を

与えている状況となっている。 

2015（平成 27）年の COP21（気候変動枠組条約締結国会議）で採択された「パリ協

定」では、「産業革命前からの平均気温上昇の幅を 2℃未満とし、1.5℃に抑えるよう

努力する」との目標が国際的に広く共有され、すべての国が参加する公平で実効的な

国際的枠組みの合意となった。 

2018（平成 30）年に公表された IPCC（国連の気候変動に関する政府間パネル）の

特別報告書では、温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化の進行は疑う余地がないこと、

20 世紀半ば以降の温暖化の主な要因は、人間活動の可能性が極めて高いことがいわれ

ている。 

また、パリ協定の目標が達成された場合においても、地球温暖化による気候変動は

避けられないため、その影響に対して「適応能力を向上させること」や、「資金の流れ

を低排出で気候に強靭な発展に向けた道筋に適合させること」なども規定されている。 

2021（令和３）年に英国のグラスゴーで開催された COP26 においては、政府関係者

によるパリ協定の実施に向けた具体的な交渉のもと、今世紀半ばのカーボンニュート

ラルと、その重要な経過点となる 2030 年度に向けて、野心的な対策を各国に求めるこ

とや、国と国との間での排出量の取引（市場メカニズム）に関する実施方針などを盛

り込んだ、パリ協定のルールブックが完成した。パリ協定を実施していく体制が整え

られたことで、先進国や途上国を問わない共通の認識をもって、すべての締約国が排

出削減目標について掲げることとなった。 
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1-1-3．国の取り組み 

(1) 地球温暖化対策計画 

国は、パリ協定を踏まえ、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための「地

球温暖化対策計画」を 2021（令和 3）年 10 月に閣議決定している。 

この計画では、日本の温室効果ガス排出量について、中期目標として 2030 年度に

2013（平成 25）年度比で 46％削減すること、さらに 2050 年度にはカーボンニュート

ラル（排出量と吸収量を均衡）を達成することを目標に掲げている。具体的に位置づ

けられた対策や施策として、自治体が設定した促進地域への再生可能エネルギーの導

入拡大や住宅・建築物の省エネ基準への適合義務付け拡大、水素・蓄電池などの重点

分野の研究開発及び社会実装への支援、2030 年度までに 100 以上の「脱炭素先行地域」

を創出することや、優れた脱炭素技術等の活用（二国間クレジット制度：JCM）による、

途上国等での排出削減が示されている。 

 

(2) 第五次環境基本計画 

国は、環境基本法に基づく政府全体の環境政策の方向性を定めたものとして、「第

五次環境基本計画」を 2018（平成 30）年 4 月に閣議決定している。 

この計画では、SDGs の考え方も取り入れながら、分野横断的な重点戦略を設定し、

環境政策によって経済社会システム、ライフスタイル、技術などのあらゆる観点から

のイノベーションの創出や、経済・社会的課題の同時解決を実現し、将来にわたって

質の高い生活をもたらす新たな成長につなげていくとされている。また、地域の活力

を最大限に発揮する「地域循環共生圏」の考え方が新たに提唱されている。 

 

(3) 第 6 次エネルギー基本計画 

国は、エネルギー需給に関する政策についての中長期的な基本方針を示したものと

して、「第 6 次エネルギー基本計画」を 2021（令和 3）年 10 月に閣議決定している。 

この計画では、新たに 2050 年カーボンニュートラルや 2030 年度までに 46％削減と

いう目標達成に向けたエネルギー政策の道筋が示された。国の中期目標である 2030

年度への方向性として、安全性を前提とした上でエネルギーの安定供給を第一とし、

経済効率性の向上による低コストでのエネルギー供給の実現と同時に、S＋3E（安全性

（Safety）＋安定供給（Energy security）、経済効率性（Economic efficiency）、環

境適合（Environment））の実現のための最大限の取り組みを行うことが示されている。

このような取り組みを踏まえ、国際競争力の維持や国民負担の抑制を図りつつ、2050

年カーボンニュートラルの実現に向けてあらゆる選択肢を追求するとしている。 
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(4) 気候変動適応計画 

国は、2018（平成 30）年 12 月に「気候変動適応法」を施行し、これに基づき 2021

（令和 3）年 10 月に「気候変動適応計画」を閣議決定している。 

この計画では、気候変動の影響による被害の防止・軽減、国民の生活の安定、社会・

経済の健全な発展、自然環境の保全及び国土の強靭化を図り、安全・安心で持続可能

な社会の構築を目指すことを目標に掲げている。気候変動については、７つの分野（①

農業・林業・水産業、②水環境・水資源、③自然生態系、④自然災害・沿岸域、⑤健

康、⑥産業・経済活動、⑦国民生活・都市生活）に対し、起こり得る影響と適応へ向

けた施策について挙げられている。 

 

(5) 地球温暖化対策推進法 

1997（平成 9）年の京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP3）

での京都議定書の採択を受け、我が国の地球温暖化対策の第一歩として、国、地方公

共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定め

た地球温暖化対策推進法が 1998（平成 10）年 10 月に制定された。 

2021（令和 3）年 5 月の改正では、2020（令和 2）年 10 月に宣言された 2050 年カ

ーボンニュートラルを基本理念として法に位置づけるとともに、その実現に向けて地

域の再エネを活用した脱炭素化の取り組みや、企業の排出量情報のデジタル化・オー

プンデータ化を推進する仕組み等が定められた。 

また、2022（令和 4）年 2 月の改正では、脱炭素化に資する事業に対する資金供給

やその他支援の強化に向けて、民間投資の一層の誘発を図るとともに、地方公共団体

が行う地域の脱炭素化に関する施策のための費用に関して、国が必要な財政上の措置

を行うための内容が追加された。 

 

(6) 2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 

2020（令和 2）年 12 月、経済産業省が中心となり、関係省庁と連携して「2050 年

カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定した。この戦略は、2050 年カ

ーボンニュートラルへの挑戦を、経済と環境の好循環につなげるための産業政策であ

る。 

グリーン成長戦略では、今後成長が期待される３つの関連産業（エネルギー関連産

業、輸送・製造関連産業、家庭・オフィス関連産業）ごとに、国として高い目標を掲

げた上で、現状の課題と今後の取組を明記し、予算、税、規制改革・標準化、国際連

携など、あらゆる政策を盛り込んだ実行計画を策定している。 
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1-1-4．地球温暖化対策に係る北海道の計画 

北海道では、気候変動問題に長期的な視点で取り組むため、2021（令和 3）年 3 月

に「北海道地球温暖化対策推進計画（第 3 次）」を策定している。 

この計画は、再生可能エネルギーと森林吸収源など、北海道の強みを最大限活用し、

脱炭素化と経済の活性化や持続可能な地域づくりを同時に進め、2050 年までに、環境

と経済・社会が調和しながら成長を続ける北の大地「ゼロカーボン北海道」の実現に

向けた取り組みについて示したものである。 

計画では、国の「地球温暖化対策計画」に示されている対策・施策や削減目標を踏

まえるとともに、北海道独自の取り組みなども勘案しながら、2030 年度の温室効果ガ

ス排出量の削減目標（中期目標）を定めている。 

2050 年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指すという長期的な視点のもと

で、北海道の特徴や優位性を活かしつつ、社会システムの脱炭素化や再生可能エネル

ギーの最大限の活用、二酸化炭素吸収源の確保について、重点的に進める取り組みと

位置付け、道民や事業者などの各主体とともに積極的に推進するものとしている。 

 

 
図 1-1-2 北海道における 2030 年度の削減目標（中期目標） 
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1-1-5．気候変動による影響 

(1) 気候変動の影響と将来予測 

近年、世界的にも極端な気温や台風、集中豪雨、干ばつなどの異常気象が発生して

おり、これらの現象は長期的な地球温暖化の進行による影響の傾向に一致していると

いう指摘がある。 

IPCC「第５次評価報告書」では、今後厳しい温室効果ガス削減策を講じなかった場

合、世界の平均気温は 2.6～4.8℃（RCP8.5）上昇するものと予測されており（図 1-1-3）、

水や生態系、食糧、健康などへの深刻な影響を与えるほか、これらの影響を次世代に

引き継いでしまうことが強く懸念される。 

また、「気候変動影響評価報告書（平成 27 年 3 月、中央環境審議会）」では、気候

変動によってもたらされると予測される７分野における影響について、「現在の状況」

及び「将来予測される影響」の詳細内容について整理されており、小清水町において

も、各分野で関わりの深い項目については同様の影響を与えることが予測される（表 

1-1-1、表 1-1-2）。 

 

  

 
図 1-1-3 温室効果ガス削減策の違いによる世界平均気温の変化と将来予測 

 

表 1-1-1 気候変動影響評価報告書における７分野と大項目 

健康

産業・経済活動

国民生活・都市生活

農業/林業/水産業

水環境/水資源

陸域生態系/淡水生態系/沿岸生態系/海洋生態系/生物季節/分布・個体群の変動

河川/沿岸/山地/その他

冬季の温暖化/暑熱/感染症/その他

製造業/エネルギー/商業/金融・保険/観光業/医療/その他

都市インフラ、ライフライン等/文化・歴史などを感じる暮らし/その他

分　野 大　　項　　目

農業・林業・水産業

水環境・水資源

自然生態系

自然災害・沿岸域
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表 1-1-2 気候変動影響評価報告書における７分野と気候変動による影響 

（出典：気候変動影響評価報告書　平成27年3月）

回遊性魚介類（魚類等の生態）

増養殖等

湖沼・ダム湖

河川

沿岸域及び閉鎖性海域

小　項　目

農業
林業
水産業

農業

林業

水産業

水稲

野菜

果樹

麦、大豆、飼料作物等

畜産

病害虫・雑草

農業生産基盤

木材生産（人工林等）

特用林産物（きのこ類等）

大　項　目分　野

里地・里山生態系

人工林

野生鳥獣による影響

物質収支

湖沼

水供給（地表水）

水供給（地下水）

水需要

高山帯・亜高山帯

自然林・二次林

エネルギー需給

強風等

冬期死亡率

死亡リスク

熱中症

水系・食品媒介性感染症

河川

湿原

亜熱帯

温帯・亜寒帯

洪水

内水

海面上昇

高潮・高波

海岸浸食

土石流・地すべり等

その他（海外影響等）

水道、交通等

生物季節、伝統行事・地場産業等

暑熱による生活への影響等

水環境
水資源

自然生態系

自然災害
沿岸域

健康

産業
経済活動

国民生活
都市生活

水環境

水資源

陸域生態系

淡水生態系

沿岸生態系

海洋生態系

レジャー

節足動物媒介感染症

その他の感染症

金融・保険

観光業

その他

冬季の温暖化

暑熱

感染症

その他

生物季節

分布・個体群の変動

河川

沿岸

山地

その他

気候変動による影響

品質低下、収量変化

収穫期の早まり、生育障害

品質低下、貯蔵性低下、生育障害

品質低下、生育期間短縮、病害発生

成長低下

分布域の拡大、越冬による定着域拡大

降雨量増加、水資源不足、融雪早期化

高齢林の風害増加

病害菌の発生

海洋生物の分布域変化、漁獲量減少

南方系魚種数増加、北方系魚種数減少

水温上昇及び水質変化

水温上昇及び水質変化

水温上昇

建設業

医療

その他

都市ｲﾝﾌﾗ、ﾗｲﾌﾗｲﾝ等

文化・歴史などを感じる暮らし

製造業

エネルギー

商業

里地・里山の構成種変化

樹木の呼吸量増加、害虫分布拡大

生息域拡大

森林土壌の含水量増加、表層土壌の乾燥化

貧酸素化、底生生物への影響

渇水の深刻化、河川流量の減少

海面上昇による地下水の塩水化

農業分野における高温障害

植生衰退、分布域変化・縮小

分布適域の変化

植物開花の早まり、動物の初鳴きの早まり

分布域変化、種の絶滅

洪水氾濫の発生

農地等への浸水被害

河川や沿岸の人工物の機能低下

冷水魚の生息域縮小

乾燥化

サンゴの白化現象頻度増大、海洋酸性化

低温性の種から高温性の種への遷移進行

水産資源への潜在的影響

熱波の頻度増加、熱ストレスの発生増加

熱中症患者数の増加（特に高齢者）

淡海水中の細菌増加

デング熱の増加（媒介生物の生息域拡大）

港湾及び漁港防波堤等への被害

河口周辺の土砂堆積

集中的な崩壊・がけ崩れ・土石流等

強い台風等の増加

寒波・大雪頻度の減少

動植物の生物季節の変化、観光資源への影響

都市生活の快適性の悪化

スキー場の積雪深減少

自然災害によるインフラへの被害等

熱中症や感染症等への対応数、リスク増加

自然災害によるインフラへの被害等

生産設備等への影響による損失額の増加

電力供給ピークの先鋭化

季節性を有する製品等の販売計画への影響

自然災害の増加による保険損害額の増加
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(2) 網走・北見・紋別地方における気候変動による影響 

網走地方気象台・札幌管区気象台の予測によると、網走・北見・紋別地方において

は、パリ協定の 2℃未満の目標が達成された場合（RCP2.6）においても、21 世紀末に

は年平均気温が約 1.7℃上昇し、真夏日は 3 日程度増加、真冬日は 21 日程度減少する

と予測されている。 

一方、追加的な緩和策を今後も取らない場合（RCP8.5）では、年平均気温が約 5.2℃

上昇し、真夏日は 17 日程度増加、真冬日は 61 日程度減少すると予測されている。ま

た、短時間強雨の発生頻度の増加も予測されている。 

以上のような予測を踏まえると、今後の気候変動による影響への対策は必須であり、

改めて対策の必要性を再認識し、気候変動の脅威への対応を強化する取り組みが求め

られる。 

 

 

（出典：網走地方気象台・札幌管区気象台）

https://www.data.jma.go.jp/sapporo/bosai/publication/kiko/kikohendo2020/leaflet/17_abashiri.pdf 

図 1-1-4 網走・北見・紋別地方の気候変動(抜粋) 

  

 



 

10 

 

1-2.小清水町の地域特性 

1-2-1．自然的条件 

(1) 小清水町の位置 

小清水町は北海道の北東部、オホーツク海に面したオホーツク総合振興局管内斜里

郡にあり、郡内の西部に位置している。周囲は北が全面オホーツク海に面し、東は斜

里町、清里町と、西は網走市、大空町と、南は釧路総合振興局管内弟子屈町と接して

おり、総面積は 286.89 平方キロメートルである。 

地形は南界を走る北見山地が形成する南部山岳地帯から、緩やかに北に向かって低

下し、オホーツク海岸に達する傾斜状地が続く。国有林におおわれた南部山岳地帯か

ら中部地帯にかけては幾条もの丘陵が南北に走っている。 
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(2) 気候 

1) 日照 

平成 3 年(1991 年)から令和 2 年(2020 年)までの 30 年間の小清水町における年間日

照時間および月ごとの平均日照時間を以下に示す(図 1-2-1)。 

小清水町の年間日照時間は、過去 30 年間で 1,484～1,943 時間の間で推移しており、

日本の平均日照時間である約 1,850 時間と比較すると、2004 年までは下回る傾向だっ

たが、近年は同等かそれ以上となっている。 

月ごとの平均をみると、11～2 月の冬季の日照時間が比較的短く、3 月～10 月の春

～秋季が長くなっており、特に 1 月が 105.3 時間と最も短く、5 月が 168.2 時間と最

も長い。 
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(出典：気象庁より 1991～2020 年の 30 年間の気象データ) 

図 1-2-1 30 年間の小清水町における年間日照時間(上)および月ごとの平均日照時間(下)
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2) 降水量 

平成 3 年(1991 年)から令和 2 年(2020 年)までの 30 年間の小清水町における年間降

水量および月ごとの平均降水量を以下に示す(図 1-2-2)。 

小清水町の年間降水量は、過去 30 年間で 496～1,019mm の間で推移しており、北海

道の年間平均降水量である 700～1,700mm と比較すると、少雨地域といえる。 

月ごとの平均をみると、冬～春季にかけて降水量が少なく、夏～秋季が多くなる傾

向にあり、特に 2 月は 24.2mm と最も少なく、9 月が 123.2mm と最も多い。 
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(出典：気象庁より 1991～2020 年の 30 年間の気象データ) 

図 1-2-2 30 年間の小清水町における年間降水量(上)および月ごとの平均降水量(下) 
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3) 風況 

平成 3 年(1991 年)から令和 2 年(2020 年)までの 30 年間の小清水町における年間平

均風速および月ごとの平均風速を以下に示す(図 1-2-3)。 

小清水町の年間平均風速は、過去 30 年間で 1.5～3.8m/s の間で推移しているが、

1991～2004 年が 1.5～1.9m/s であったのに対し、2008～2020 年は 3.4～3.8m/s と 2

倍以上となっている。 

月ごとの平均をみると、3～5月の春先に 2.7～3.0m/sの比較的強い風が吹く以外は、

一年を通して大きな風速の変動は見られない。 
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(出典：気象庁より 1991～2020 年の 30 年間の気象データ) 

図 1-2-3 30 年間の小清水町における年間平均風速(上)および月ごとの平均風速(下) 
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4) 気温 

平成 3 年(1991 年)から令和 2 年(2020 年)までの 30 年間の小清水町における年間平

均気温(最高、平均、最低気温)および月ごとの平均気温(最高、平均、最低気温)を以

下に示す(図 1-2-4)。 

小清水町の年間平均気温は、過去 30 年間で最高気温が 18.7～21.0℃、平均気温が

5.3～7.1℃、最低気温が-7.2～-4.3℃の間で推移しており、いずれも近年は上昇傾向

にあることが伺える。 

月ごとの平均をみると、8月が最も気温が高く 32.0℃、2月が最も気温が低く-21.5℃

と、年内の気温差が 50℃以上ある。また、いずれの月も最高気温と最低気温の差が 20℃

以上あることから、寒暖差が激しい地域であることがわかる。 
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(出典：気象庁より 1991～2020 年の 30 年間の気象データ) 

図 1-2-4 30 年間の小清水町における年間平均気温および月ごとの平均気温 
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5) 雪量 

平成 3 年(1991 年)から令和 2 年(2020 年)までの 30 年間の年間平均降雪量および月

ごとの平均降雪量を以下に示す(図 1-2-5)。なお、アメダス小清水観測所では降雪量

の観測を行っていないため、アメダス斜里観測所の観測データを使用した。 

年間平均降雪量は、過去 30 年間で 289～836cm の間で推移しているが、2004 年以降

は降雪量が大幅に減少し、2020 年の降雪量 289cm は、過去 30 年間で最も多かった 2000

年の 836cm の約 3 分の 1 にまで減少した。 

月ごとの平均をみると、10 月から降雪が確認され始め、1 月が最多の 153.4cm であ

る。 
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(出典：気象庁より 1991～2020 年の 30 年間の気象データ) 

図 1-2-5 30 年間の年間平均降雪量および月ごとの平均降雪量 
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1-2-2．経済的条件 

(1)産業別就業者数 

小清水町における過去 20 年間(2000～2020 年)の産業別就業者数を以下に示す(図 

1-2-6)。 

小清水町の産業別就業者数は、第 1 次産業が 1,038～1,307 人、第 2 次産業が 257

～513 人、第 3 次産業が 1,191～1,589 人で推移しており、サービス業などの第 3 次産

業が最も就業者数が多く、次いで農林水産業などの第 1 次産業もほぼ同程度に多いと

いう産業構造となっているが、いずれの産業分野においても年々減少する傾向が見ら

れる。 

1255 1307
1199

1121
1038

513

358
284 305 257

1589
1420 1385

1280
1191

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000 2005 2010 2015 2020

就
業

者
数

(人
)

第1次産業 第2次産業 第3次産業

(年)

 

(出典：国勢調査) 

図 1-2-6 小清水町における過去 20 年間(2000～2020 年)の産業別就業者数 
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(2)製造品出荷額 

就業者数は減少傾向にある一方で、製造品出荷額は増加傾向にある。工業統計調査

によると、令和元年(2019 年)の小清水町の製造品出荷額等は約 30 億円で平成 22 年

(2010 年)と比較すると約 3 倍に増加している(図 1-2-7)。 

 

 

(出典：工業統計調査) 

図 1-2-7 小清水町における製造品出荷額等の推移（2010～2019 年） 
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(3)農業産出額 

令和 2 年（2019 年）の農林業センサスによる小清水町の農業産出額は約 119 億円と

推計されており、過去 5 年間では 110～123 億円でほぼ同水準で推移している。（図 

1-2-8） 

農業産出額の内訳は、いも類やてんさい等の工芸農作物である耕種が 69％を占め、

残りの 31％が畜産となっている。（図 1-2-9） 

 

(出典：農林業センサス) 

図 1-2-8 小清水町の農業産出額の推移（2014 年～2019 年） 

 
(出典：農林業センサス) 

図 1-2-9 小清水町の農業産出額内訳（2019 年） 
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1-2-3．社会的条件 

(1) 人口動態 

小清水町人口ビジョンより、小清水町の総人口および年齢 3 区分別人口(年少人口、

生産年齢人口、老年人口)の推移を以下に示す(図 1-2-10)。 

小清水町では、総人口が昭和 35 年(1960 年)に 11,517 人で最多となったが、以降減

少し続けており、平成 27 年(2015 年)には 5,085 人とピーク時の半数以下となってい

る。 

年齢 3 区分別にみると、年少人口および生産年齢人口は昭和 40 年(1965 年)以降、

減少し続けている。一方、老年人口は年々増加傾向となっていて、平成 7 年(1995 年)

には年少人口を上回っており、令和 27 年(2045 年)には生産年齢人口と同程度になる

と国立社会保障・人口問題研究所により推計されている。 

 

 

(出典：小清水町 人口ビジョン(令和元年度見直し版) 令和 2 年 3 月) 

図 1-2-10 小清水町の総人口および年齢 3 区分別人口の推移 
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(2) 都市構造と町民のライフスタイル 

1) 土地利用状況、交通体系 

小清水町における地目別土地面積とその割合を以下の表に示す(表 1-2-1)。 

土地の構成をみると、山林が最も広い 14,490ha(50.5%)を占め、次いで畑が

10,636ha(37.1%)を占めており、小清水町は畑作を中心とした農業のまちであることが

わかる。 

交通については、国道が 244 号線(知床-網走方面)、334 号線(北見方面)、391 号線

(釧路方面)の 3 線があり、鉄道は釧網本線の原生花園駅、浜小清水駅、止別駅の 3 駅

がある。また、女満別空港が 1 時間圏内にあり、空路も比較的利用しやすくなってい

る。 

表 1-2-1 小清水町における地目別土地面積とその割合 

 

(出典：小清水町 第 6 次小清水町総合計画 地目別土地面積(平成 29 年)) 

 

2) インフラの状況等 

 「小清水町公共施設等総合管理計画（令和 4 年 3 月改訂）」によると、町内の公共施

設は令和 3 年度末現在で 110 施設あり、建築後 40 年以上が経過する 1970 年代に建設

された行政系施設や公営住宅、1990 年代に数多く建築された公営住宅が現存している。 

また、「小清水町 橋梁長寿命化修繕計画(令和 4 年 9 月改訂)」によると、町が管理

している橋梁は 66 橋あり、このうち建設後 50 年を迎える高齢化橋梁は 2020 年で 2

橋(全体の 3％)、2030 年には 20 橋(30％)、2040 年には 35 橋(53％)となる。 

このように、高齢化を迎えるインフラが多くなるため、老朽化などの影響を見据え

た管理計画、対応が必要である。 
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3) ごみ排出状況等 

小清水町における、平成 12 年(2000 年)～令和 2 年(2020 年)のごみ排出量の推移を

以下に示す(図 1-2-11)。 

2000～2005 年頃は、ごみ排出量が 2,656～2,907t の間で推移していたが、2010 年

以降には排出量が 1,500t 前後にまで減少し、2000～2005 年頃のおよそ 2 分の 1 とな

っている。 
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(出典：環境省 一般廃棄物処理実態調査結果) 

図 1-2-11 小清水町における平成 12 年(2000 年)～令和 2 年(2020 年)のごみ排出量 
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2．将来の温室効果ガス排出量に関する推計 

2-1.温室効果ガス排出・吸収量の現況推計 

2-1-1．対象地域 

 本戦略の対象地域は小清水町全域とする。 

 

2-1-2．対象期間 

本戦略の対象期間を次のとおり設定する。基準年度は国に準拠した 2013 年度、最

新年度は各種統計データが入手可能な 2019 年度とする。将来推計については 2025 年

度、2030 年度、2050 年度を設定年度とし、2030 年度を中期目標、2050 年度を長期目

標とする。なお、基準年度は社会情勢や目標の見直し等に合わせ、適宜見直していく。 

 

区分 年度

基準年度 2013（平成25）年度

目標年度
中期：2030（令和12）年度　

長期：2050（令和32）年度  

 

2-1-3．対象の温室効果ガス 

本戦略において対象とする温室効果ガスは「地球温暖化対策の推進に関する法律」

の第 2 条第 3 項に示される温室効果ガス 7 種類（表 2-1-1）のうち、二酸化炭素（CO2）

「エネルギー起源二酸化炭素（CO2）」とする。 

 

温室効果ガス 概要

二酸化炭素(CO2)
主に化石燃料を燃焼させると発生し、

廃棄物の焼却によって排出されます  

 

表 2-1-1 温室効果ガスの種類（地球温暖化対策の推進に関する法律 第 2 条第 3 項） 

NF3の製造、半導体素子等の製造

パーフルオロカーボン類(PFCs)

六ふっ化硫黄(SF6)

三ふっ化窒素(NF3)

燃料の使用、他人から供給された電気の使用、他人から供給された熱の使用

工業プロセス、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使用等

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕作、家畜の飼育及び
排せつ物管理、農業廃棄物の焼却処分、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使
用等、廃棄物の埋立処分、排水処理

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕作における肥料の施
用、家畜の排せつ物管理、農業廃棄物の焼却処分、廃棄物の焼却処分、廃棄物
の原燃料使用等、排水処理

クロロジフルオロメタン又はHFCsの製造、冷凍空気調和機器、プラスチッ
ク、噴霧器及び半導体素子等の製造、溶剤等としてのHFCsの使用

アルミニウムの製造、PFCsの製造、半導体素子等の製造、溶剤等としての
PFCsの使用

マグネシウム合金の鋳造、SF6の製造、電気機械器具や半導体素子等の製造、

変圧器、開閉器及び遮断器その他の電気機械器具の使用・点検・排出

二酸化炭素

(CO2)

ハイドロフルオロカーボン類
(HFCs)

一酸化二窒素(N2O)

温室効果ガスの種類 主　な　排　出　活　動

エネルギー起源CO2

非エネルギー起源CO2

メタン(CH4)
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2-1-4．対象部門・分野 

本戦略の対象部門・分野は、環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・

実施マニュアル（本編）」（令和 4 年 3 月）」1において、「その他の市町村」で「特に把

握が望まれる」（表 2-1-2 赤枠内●のついている部門・分野）を対象とする。 

 

表 2-1-2 地方公共団体の区分により対象とすることが望まれる部門・分野
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2-1-5．現況推計の算定手法 

現況推計の算定手法は「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュア

ル（算定手法編）」（令和 4 年 3 月）」で示される「カテゴリ A」から「カテゴリ E」の

エネルギー起源 CO2 の現況推計方法を用いた(表 2-1-3)。 

まず、初めて区域施策編を策定する中核市未満の市町村において、標準的手法と位

置付けられている「カテゴリ A（標準手法）」で算定を行った。次に「カテゴリ A」が

地域の実態を反映しているかを判断するために、一部で実績値などを活用する「カテ

ゴリ C」でも算定を行い、小清水町に適していると判断する現況推計方法を本戦略に

適用していくこととした。 

 

表 2-1-3 統計の按分段階と実績値の活用有無による 

現況推計手法の分類(エネルギー起源 CO2) 
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(1) カテゴリ A（標準手法） 

カテゴリ A における産業部門、業務その他部門、家庭部門では都道府県の炭素排出

量を人口比で按分、運輸部門は全国の炭素排出量を人口比で按分して地方公共団体の

排出量を算定する。なお、本戦略では、環境省の地方公共団体実行計画策定・実施支

援サイトで提供される「自治体排出量カルテ」の値をカテゴリ A の算定結果として引

用する。 

 

(2) カテゴリ C 

カテゴリ C では、①実績値を活用した算定⇒②統計量の按分によらない算定⇒③統

計量の按分による算定の順で各部門の算定手法を検討した。産業部門では製造業の特

定事業者 1 社が町の製造業のほぼ全量を占めていることから、特定事業所のエネルギ

ー使用量を活用した実績積上法、家庭部門は町民アンケートで調査した各世帯の電

気・ガス・灯油の使用量を活用した実績積上法、運輸部門は「環境省運輸部門（自動

車）CO2 排出量推計データ」を活用した道路センサス起終点調査データ活用法を適用

し、それ以外の部門はカテゴリ A を適用する。 

各部門で用いた算定手法の一覧と詳細の算定方法を、表 2-1-4～表 2-1-5 に示す。 

 

表 2-1-4 各部門における算定手法 

算定方法

製造業 積上法

建設業・鉱業 都道府県按分法

農林水産業 都道府県按分法

業務その他部門 都道府県按分法

積上法

自動車（旅客）

自動車（貨物）

部門・分野

産業部門

家庭部門

運輸部門
道路センサス起終点

調査データ活用法
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表 2-1-5 各部門における算定手法（詳細） 

算定方法 引用資料

製造業
特定事業所のエネルギー使用量実績値

×各エネルギーの排出係数

・特定事業所聞き取り

・算定・報告・公表制度における

　算定方法・排出係数一覧（環境省）

建設業・鉱業

都道府県の建設業・鉱業炭素排出量／都道府県の従業者数

 ×市区町村の従業者数×44／12

※環境省「排出量カルテ」の値を引用

・都道府県別エネルギー消費統計

・経済センサス（基礎調査）

農林水産業

都道府県の農林水産業炭素排出量/都道府県の従業者数

 *市区町村の従業者数×44/12

※環境省「排出量カルテ」の値を引用

・都道府県別エネルギー消費統計

・経済センサス（基礎調査）

都道府県の業務部門炭素排出量／都道府県の従業者数

 ×市区町村の従業者数×44／12

※環境省「排出量カルテ」の値を引用

・都道府県別エネルギー消費統計

・経済センサス（基礎調査）

各世帯のエネルギー月平均使用量×年間月数

×小清水町世帯数×各エネルギーの排出係数

・住民アンケート

・住民基本台帳に基づく人口、　

　人口動態及び世帯数調査

・算定・報告・公表制度における

　算定方法・排出係数一覧（環境省）

自動車

（旅客）

自動車

（貨物）

カテゴリC（詳細）

・道路交通センサス自動車起終点　

　調査データ

・住民基本台帳に基づく人口、　

　人口動態及び世帯数調査

・自動車保有車両数統計 電子データ版

・市区町村別軽自動車車両数ファイル

部門・分野

産業部門

家庭部門

運輸部門

人口当たり自動車保有台数×車両運行率×実働台数当たり

トリップ数（1日当たり）×人口当たりトリップ数（1日当たり）

×1 トリップ当たりの走行距離×排出係数×人口×年間日数

業務その他部門
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2-1-6．現況推計結果 

(1) カテゴリ A 

1) 2013 年度の推計結果 

カテゴリ A の算定手法による 2013 年度の排出量の推計を以下に示す(表 2-1-6、図 

2-1-1)。 

推計結果は、総量が 69,321t-CO2、部門別の割合は産業部門が 46.2％、業務その他

部門が 13.1 ％、家庭部門が 16.7％、運輸部門が 23.9％と推計された。 

 

表 2-1-6 カテゴリ A の算定手法による 2013 年度の CO2 排出量推計結果 

2013年度

排出量

（t-CO2）

構成比

69,321 100.0%

32,032 46.2%

製造業 3,699 5.3%

建設業・鉱業 390 0.6%

農林水産業 27,943 40.3%

業務その他部門 9,109 13.1%

11,606 16.7%

16,575 23.9%

自動車（旅客） 6,280 9.1%

自動車（貨物） 10,295 14.9%

部　門

　合　　計

産業部門

家庭部門

運輸部門

 

 

 

図 2-1-1 カテゴリ A の算定手法による 2013 年度の CO2 排出量推計結果 
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2) 2019 年の推計結果 

カテゴリ A の算定手法による 2019 年度の排出量の推計を以下に示す(表 2-1-7、図 

2-1-2)。 

推計結果は、総量が 65,608t-CO2、部門別の割合は産業部門が 51.8％、業務その他

部門が 9.4％、家庭部門が 15.5％、運輸部門が 23.3％と推計された。 

 

表 2-1-7 カテゴリ A の算定手法による 2019 年度の CO2 排出量推計結果 

2019年度

排出量

（t-CO2）

構成比

65,608 100.0%

34,013 51.8%

製造業 7,494 11.4%

建設業・鉱業 398 0.6%

農林水産業 26,120 39.8%

業務その他部門 6,138 9.4%

10,175 15.5%

15,282 23.3%

自動車（旅客） 5,370 8.2%

自動車（貨物） 9,911 15.1%

家庭部門

運輸部門

部　門

　合　　計

産業部門

 

 

 

図 2-1-2 カテゴリ A の算定手法による 2019 年度の CO2 排出量推計結果 
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(2) カテゴリ C 

1) 2013 年度の推計結果 

カテゴリ C の算定手法による 2013 年度の排出量の推計を以下に示す(表 2-1-8、図 

2-1-3)。 

推計結果は、総量が 77,168t-CO2、部門別の割合は産業部門が 44.4％、業務その他

部門が 11.8％、家庭部門が 19.9％、運輸部門が 23.9％と推計された。 

 

表 2-1-8 カテゴリ C の算定手法による 2013 年度の CO2 排出量推計結果 

2013年度

排出量

（t-CO2）

構成比

77,168 100%

34,264 44.4%

製造業 5,932 7.7%

建設業・鉱業 390 0.5%

農林水産業 27,943 36.2%

業務その他部門 9,109 11.8%

15,350 19.9%

18,445 23.9%

自動車（旅客） 8,158 10.6%

自動車（貨物） 10,287 13.3%

部　門

　合　　計

産業部門

家庭部門

運輸部門

 

 

 

図 2-1-3 カテゴリ C の算定手法による 2013 年度の CO2 排出量推計結果 
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2) 2019 年度の推計結果 

カテゴリ C の算定手法による 2019 年度の排出量の推計を以下に示す(表 2-1-9、図 

2-1-4)。 

推計結果は、総量が 73,014t-CO2、部門別の割合は産業部門が 47.0％、業務その他

部門が 8.4％、家庭部門が 20.2％、運輸部門が 24.4％と推計された。 

 

表 2-1-9 カテゴリ C の算定手法による 2019 年度の CO2 排出量推計結果 

2019年度

排出量

（t-CO2）

構成比

73,014 100%

34,307 47.0%

製造業 7,789 10.7%

建設業・鉱業 398 0.5%

農林水産業 26,120 35.8%

業務その他部門 6,138 8.4%

14,735 20.2%

17,833 24.4%

自動車（旅客） 5,950 8.1%

自動車（貨物） 11,882 16.3%

運輸部門

部　門

　合　　計

産業部門

家庭部門

 

 

 

図 2-1-4 カテゴリ C の算定手法による 2019 年度の CO2 排出量推計結果 
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2-1-7．算定手法の比較と選定 

カテゴリ A およびカテゴリ C による推計結果の比較を行った(表 2-1-10)。 

結果より、排出量総量は、2013 年度、2019 年度共にカテゴリ C の方が 11％多いこ

とがわかった。統計量按分によらない算定を行った産業部門（製造業）、家庭部門、運

輸部門のうち、実績値積上法を活用した産業部門（製造業）と家庭部門の差異が顕著

であった。 

差異の要因としては、産業部門（製造業）は、特定事業所の製造施設が熱利用の多

い施設であること、家庭部門は、全道平均よりも戸建て住宅の割合が高く世帯あたり

のエネルギー使用量が多いことが考えられる。運輸部門については、差異は 10%程度

ではあるものの、小清水町は全国平均よりも人口当たりの自動車保有台数とトリップ

数が多いことが道路センサス起終点調査データから確認された。 

これらの比較から、カテゴリ A よりもカテゴリ C による算定手法の方が小清水町の

実態に近い算定結果となっていると判断し、本調査ではカテゴリ C を現況推計の算定

手法に適用する。 

 

表 2-1-10 各算定手法による各部門の CO2 排出推計量の差異 

69,321 77,168 111.3% 65,608 73,014 111.3%

32,032 34,264 107.0% 34,013 34,307 100.9%

製造業 3,699 5,932 160.3% 7,494 7,789 103.9%

建設業・鉱業 390 390 100.0% 398 398 100.0%

農林水産業 27,943 27,943 100.0% 26,120 26,120 100.0%

業務その他部門 9,109 9,109 100.0% 6,138 6,138 100.0%

11,606 15,350 132.3% 10,175 14,735 144.8%

16,575 18,445 111.3% 15,282 17,833 116.7%

自動車（旅客） 6,280 8,158 129.9% 5,370 5,950 110.8%

自動車（貨物） 10,295 10,287 99.9% 9,911 11,882 119.9%

カテゴリC

2013年度

排出量

（t-CO2）

カテゴリA

2013年度

排出量

（t-CO2）

部　門

　合　　計

産業部門

家庭部門

運輸部門

差異

（C/A）

カテゴリC

2019年度

排出量

（t-CO2）

カテゴリA

2019年度

排出量

（t-CO2）

差異

（C/A）

 

算定手法による差異が大きい産業部門(製造業)、家庭部門、運輸部門は、表中で着色して記載している。 
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2-1-8．推計結果の傾向と要因分析 

2013 年度から 2019 年度の CO2 排出量の経年変化を調査し、排出量の変化の傾向と

その要因について分析した(表 2-1-11、図 2-1-5)。 

町全体の CO2 排出量は 2013 年度が 77,168 t-CO2、2019 年度が 73,014 t-CO2 で 5.4%

減少している。 

部門別の構成割合は、両年度ともに産業部門の排出量が最も多く、町の基幹産業で

ある農林水産業が産業部門の排出量の約 80％を占めている。製造業も農業分野の特定

事業所の排出量であることから、産業部門はほぼ農業関連産業からの排出量である。

2013 年度から 2019 年度にかけて小清水町の製造品出荷額は 1,326 百万円から 3,079

百万円に増加し、それに伴い排出量も製造業で 5,932 t-CO2 から 7,789 t-CO2 に増加

しているが、農林水産業が 1 次産業の就業者数減少や農業の効率化によって 27,943 

t-CO2 から 26,120 t-CO2 へ減少し、産業部門全体では排出量に変化はなかった。 

業務その他部門については、町内に大型の商業・サービス施設が少ないことから、

主に公共施設や医療・福祉施設からの排出量と言える。町では 2009 年度より小清水町

地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定し、町の事務・事業に係る脱炭素化の

成果もあり、2013 年度から 2019 年度の排出量は 32.6％減と大幅に減少している。 

家庭部門および運輸部門については、両年度とも同程度の構成比ではあるが、2013

年度から 2019年度にかけて町の人口が 5,279人から 4,800人へと減少したことにより、

2 部門合計での排出量は 33,795 t-CO2 から 32,568 t-CO2 へと減少している。 

 

表 2-1-11 各部門の CO2 排出量の経年変化 
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図 2-1-5 各部門の CO2 排出量の経年変化 
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2-2.現状趨勢（BAU）の推計 

2-2-1．推計の考え方 

2025 年度、2030 年度、2050 年度の排出量将来推計については、「地方公共団体実行

計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」（令和 4 年 3 月）」で、BAU

排出量(※)の簡易な推計手法とされている、将来の人口推計(表 2-2-1)等を用いた排

出量推計を基本とする。 

 

表 2-2-1 小清水町の人口推移・将来推計 

項　目 2013年 2019年 2025年 2030年 2050年

町人口(人) 5,279 4,800 4,444 4,106 2,840

2013年比 100% 90.9% 84.2% 77.8% 53.8%  

 

 

※ BAU（Business As Usual）排出量とは： 

現況年度（2019 年度）から何も対策を実施せずに将来へ推移した場合の排出量 
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2-2-2．現状趨勢（BAU）によるシナリオ 

産業部門については、基幹産業の農業とその関連産業は将来の人口推移に関わらず、

現在の産業規模の維持または拡大が望ましいことから、排出量も現在の規模が維持さ

れると仮定し、最新年（2019 年度）の排出量を 2025 年度、2030 年度、2050 年度にも

適用する。業務その他部門、家庭部門、運輸部門については、「地方公共団体実行計画

（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」（令和 4 年 3 月）」に準じて、町

の人口を将来の変動要素とし、各部門の最新年度（2019 年度）の排出量に、国立社会

保障・人口問題研究所 男女･年齢(5 歳)階級別データ『日本の地域別将来推計人口』

（平成 30（2018）年推計）に示された人口推移を反映させて算出した(図 2-2-1、表 

2-2-2)。 

その結果、2025年における排出量は 70,143 t-CO2（基準年比 90.9%）、2030年は 67,417 

t-CO2（基準年比 87.4%）、2050 年は 57,207 t-CO2（基準年比 74.1%）と推計された。 

 

 

図 2-2-1 CO2 排出量の将来推計(BAU) 
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表 2-2-2 CO2 排出量の将来推計(BAU)部門別内訳 

2013年 2019年 2025年 2030年 2050年

34,264 34,307 34,307 34,307 34,307

製造業 5,932 7,789 7,789 7,789 7,789

建設・鉱業 390 398 398 398 398

農林水産業 27,943 26,120 26,120 26,120 26,120

9,109 6,138 5,683 5,251 3,632

15,350 14,735 13,643 12,605 8,718

18,445 17,833 16,510 15,254 10,550

旅客 8,158 5,950 5,509 5,090 3,520

貨物 10,287 11,882 11,001 10,164 7,030

77,168 73,014 70,143 67,417 57,207排出総量  

単位：t-CO2

産業部門

業務その他部門

家庭部門

運輸部門計
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3．将来ビジョン・脱炭素シナリオの検討 

 

3-1.アンケート調査の実施 

将来ビジョン・脱炭素シナリオの検討にあたり、町民の意向を把握するため、町民

に対するアンケート調査を実施した。 

 

3-1-1．アンケート調査の概要 

小清水町民の地球温暖化問題や再生可能エネルギーの導入等に関する意識・関心、

取り組み状況などを把握し、今後の地域脱炭素に向けた将来ビジョン・脱炭素シナリ

オの検討のための基礎資料を得ることを目的に、「地域脱炭素実現に向けたアンケート

調査」を実施した。アンケート調査の概要を表 3-1-1 に示す。 

 

表 3-1-1 アンケート調査の概要 

実施期間 2022年12月1日～2022年12月14日

対　　象 小清水町に住む中学3年生以上の方

配 布 数 1,000通

配布方法 郵送

回収方法 同封の返信用封筒により郵送 または QRコードによるWeb回答

回 収 数 390通(うちＷＥＢ回答42通)

回 収 率 39%

（1）あなた自身について

（2）地球温暖化問題について

（3）温室効果ガス排出について

（4）未来への脱炭素社会に向けて

調査項目
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3-1-2．アンケート調査結果 

アンケート調査結果から得られた町民の意識と今後の課題について、以下の通り整

理した。 

なお、詳細なアンケート調査結果は、資料編に示す。 

 

(1) あなた自身について 

 

●町民の 8 割は小清水町に好感を持っているが、「住み続けたい、住みやすい」と思う

回答者は 7 割程度とやや好感度と比較し低い傾向にある(図 3-1-1)。 

 

37.4%

34.1%

25.4%

44.1%

45.6%

36.4%

42.8%

37.7%

13.6%

21.5%

24.1%

12.3%

1.8%

5.9%

5.4%

3.3%

1.5%

2.1%

2.3%

2.6%

１）小清水町のことがすきだ

２）小清水町に住み続けたい

３）小清水町は住みやすいまちだ

４）小清水町をもっとたくさんの人に知ってもらいたい

あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない 無回答
 

図 3-1-1 「小清水町のことをどのように思っているか」に対する回答 

 

(2) 地球温暖化について 

 

●2050 年までの温室効果ガス削減に関して、約半数が「人々の生活に支障の出ない、

無理のない範囲で削減すべき」と考えている(図 3-1-2)。 

 

１．小清水町だけではなく他市町村の排出量を

補う量まで削減すべき（120％削減）

26

6.7%

２．国が掲げている、排出量実質ゼロの

目標を必ず達成すべき（100％削減）, 

94, 24.1%

３．現状の半分程度まで削減すべき

（50％削減）

81

20.8%

４．人々の生活に支障の出ない、無理のない

範囲で削減すべき（20～30％削減）

178

45.6%

５．削減しなくてもよい

（0～10％削減）

6

1.5%

無回答

5

1.3%

 

図 3-1-2 「2050 年までに温室効果ガスを何％削減すべき」に対する回答 
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●地球温暖化問題に配慮した行動を意識している人は約 7 割であり、意識していない

人は「具体的に何をしたら良いかわからない」ことが最も多い理由である。そのた

め情報提供の強化が必要であることに加え、脱炭素に関しては経済的な負担がかか

るという潜在的な意識があり、その補助を望む声が上がっている(図 3-1-3)。 

 

15

31

47

11

24

11

2

25

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

１．必要な道具の提供・貸出をしてほしい

２．物品を購入したり、行動したりするために金銭面を補助してほしい

３．エコポイント制度や割引制度を導入してほしい

４．活動内容・環境への貢献度を評価してほしい

５．地球温暖化・環境配慮に関する情報提供を強化してほしい

６．イベントや活動の場を企画してほしい

７．同志や仲間と知り合うための場を提供してほしい

８．支援を受けてもあまり変わらないと思う

 

図 3-1-3 「環境に配慮した行動を意識するために、町に望む支援」に対する回答 

 

(3) 温室効果ガス排出について 

 

●所有する乗用車の種類は、ガソリン・ディーゼル車が 82.2％、ハイブリッド車が

17.6％、電気自動車が 0.2％であった。また、自動車からの温室効果ガス削減の取

り組みとして、「エコカーの導入」、「公共交通機関の充実・料金補助」が効果的と

の認識がある(図 3-1-4)。 

 

115

63

12

40

63

160

21

0 50 100 150 200

１．バスや鉄道などの公共交通機関を充実させる

２．バスや鉄道などの公共交通機関の料金を補助する

３．レンタサイクル（自転車の貸出サービス）事業を推進する

４．カーシェアリング（車の共同利用サービス）事業を推進する

５．買い物などに使えるエコポイントの仕組みづくり

６．エコカーを積極的に導入する

７．その他

 

図 3-1-4 「自動車からの温室効果ガスを減らすために有効な取り組み」に対する回答 

 

●電気使用量は、オール電化住宅が平均 779kWh/月(世帯人数平均 2.2 人)、非オール

電化住宅が平均 322kWh(世帯人数平均 2.5 人)である。 
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(4) 未来への脱炭素社会に向けて 

 

●LED 照明機器、外断熱といった省エネ設備の導入率は 5 割以上であり、導入率の低

い太陽光発電、ヒートポンプ給湯器、蓄電池、燃料電池等の設備の導入希望は 1 割

～2 割程度と低く、経済面での負担や効果が課題となっている(図 3-1-5)。 

 

154

242

190

22

56

55

205

8

0 50 100 150 200 250 300

１．知識や情報

２．資金（設置や維持費等）

３．導入による効果

４．家族の理解

５．選定する事業者の信頼度が高い

６．賃貸のため自分では決められない

７．維持費が安くなること

８．その他

 
図 3-1-5 「環境に配慮したエネルギー設備を導入する上で重要視すること」に対する回答 

 

●マイバッグ、マイボトルの持参、食べ残しを減らす、資源回収に協力する、節電、

節水、エコドライブ、地産地消、断熱といった環境省が推奨するゼロカーボンアク

ション 302の取組について、「実施している、ある程度実施している」が 8 割程度、

「今後実施したい」が 1 割程度であり、一人ひとりが取り組める活動への意欲は高

いと判断できる(図 3-1-6)。 

63.1%

35.9%

16.7%

45.9%

73.8%

20.0%

37.2%

43.6%

35.6%

23.3%

35.1%

25.9%

51.3%

54.4%

41.8%

18.2%

25.6%

50.0%

43.8%

42.3%

53.3%

42.8%

5.1%

8.2%

17.4%

7.9%

3.6%

29.0%

7.2%

6.7%

9.7%

14.1%

14.1%

2.6%

2.6%

6.4%
1.0%

1.3%

22.1%
2.6%

3.3%

5.6%

5.1%

5.1%

3.3%

2.1%

5.1%

3.3%

3.1%

3.3%

3.1%

2.6%

6.7%

4.1%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１）マイバッグやマイボトルの持参

２）必要以上に物を買わない

３）使い捨て商品を避ける

４）食べ残し（食品ロス）を減らす

５）資源回収（分別等）に協力する

６）不用品はフリーマーケットやリサイクルショップを活用する

７）節電

８）節水

９）自家用車の運転の際はエコドライブに努める

１０）地産地消（地元産食材の選択等）を意識する

１１）カーテンや断熱シート等で暖房・冷房費を削減する

１．実施している ２．ある程度実施している ３．今後実施したい ４．実施の予定はない 無回答  

図 3-1-6 「日常生活における環境にやさしい取り組みの実施状況」に対する回答 
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●脱炭素社会の実現に向けて町が推進すべきこととして、「環境保護、住環境、および

経済安定」を優先したうえで(図 3-1-7)、「省エネ・再エネに関する取組」を要望

している(図 3-1-8)。 

63

223

148

206

99

0 50 100 150 200 250

１．2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロの目標を

必ず達成すること

２．景観や資源等、小清水町の財産を守りながら進めること

３．小清水町の経済面を最も重要視し、安定化を図ること

４．町民の住環境を最も重要視し、住みやすいまちを

目指すこと

５．周りの市町村と連携し、足並みを揃えながら脱炭素化を

進めること

 

図 3-1-7 「脱炭素社会の実現に向けて、町が重要視すべきこと」に対する回答 

 

209

86

103

94

182

174

90

52

57

113

0 50 100 150 200 250

１．公共施設への積極的な省エネ、再エネ設備の導入

２．工場や事業所等による脱炭素化への取り組みを強化

３．農業分野での脱炭素化への取り組みを強化

４．緑地や公園を活用した緑化活動

５．町民一人一人の省エネルギー化に向けた取り組み

６．省エネ、再エネ設備等に対する補助・助成

７．省エネ、再エネ設備等に関する情報発信

８．地球温暖化対策に関わる技術開発等への支援

９．地球温暖化対策に関する講座やイベントの開催

１０．自治体、企業、町民が連携した地球温暖化防止活動

 

図 3-1-8 「脱炭素社会の実現に向けて、町が推進すべきこと」に対する回答 
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●まちの将来イメージは、「豊かな自然や風土を守り大切にする」、「空気や水がおいし

い」、「心身ともに健康でのびのびと暮らせる」、「子どもを産み育てやすい」であり、

「自然豊かで、健康で、子育てしやすい」まちを望んでいる(図 3-1-9)。 

36

100

82

193

109

195

95

128

43

139

144

155

48

0 50 100 150 200 250

１．脱炭素に貢献し、先導するまち

２．再生可能エネルギーの利用が盛んなまち

３．公共交通機関等が充実した利便性の高いまち

４．空気や水がおいしいまち

５．静かでおちついたまち

６．豊かな自然や風土を守り大切にするまち

７．人と動物や植物が共生するまち

８．ごみが少ない美しいまち

９．環境保全等のボランティアやイベント活動が盛んなまち

１０．すべての人が働きやすいまち

１１．子どもを産み育てやすいまち

１２．心身ともに健康でのびのびと暮らせるまち

１３．いまと変わらない小清水町らしさ

 

図 3-1-9 「小清水町に望むまちの将来イメージに近いもの」に対する回答 

 

●再エネに関して、太陽光発電は、前述の知名度・認知度も高く、推進に対する肯定

意見が多い。しかし、町での太陽光発電・蓄電池設置に対する補助金助成の取組へ

の認知度は低く、利用に前向きである意見が多いことから、積極的に取組への周知

を図り利用促進に繋げる必要がある。同じく認知度の高い風力発電は反対意見が他

の再エネより高く、自然を重視する町民性より、景観や鳥類への悪影響が要因とな

っていると推測される(図 3-1-10、図 3-1-11、図 3-1-12)。 

63.3%

52.1%

27.7%

33.6%

31.3%

32.6%

40.3%

41.8%

48.7%

50.0%

0.8%

2.1%

24.6%

12.1%

12.8%

3.3%

5.6%

5.9%

5.6%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１）太陽光発電

２）風力発電

３）中小水力発電

４）地熱発電

５）バイオマス発電

１．内容まで知っている ２．聞いたことがある ３．知らない 無回答
 

図 3-1-10 「再生可能エネルギーの知名度・認知度」に対する回答 
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25.1%

11.0%

7.2%

13.8%

14.6%

37.4%

22.3%

15.9%

20.3%

25.1%

26.7%

42.3%

61.0%

51.0%

47.9%

2.3%

11.0%

5.4%

5.1%

4.1%

3.1%

5.4%

2.3%

2.3%

0.5%

5.4%

7.9%

8.2%

7.4%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１）太陽光発電

２）風力発電

３）中小水力発電

４）地熱発電

５）バイオマス発電

１．積極的に推進すべき ２．推進すべき ３．わからない、どちらともいえない
４．あまり推進すべきでない ５．推進すべきでない 無回答

 
図 3-1-11 「町で推進すべき再生可能エネルギー」に対する回答 

 

１．利用したい

153

39.2%

２．金額次第では利用したい

154

39.5%

３．利用しない

70

17.9%

無回答

13

3.3%

 

図 3-1-12 「太陽光発電システムや蓄電池を設置する場合の補助金を利用」に対する回答 

 

●再エネ全般に導入時や維持管理時のコストが懸念されていることに加え、太陽光発

電や風力発電以外の再エネは認知度が低いため、導入に際しては十分な説明が必要

であるとともに、景観・自然へ配慮した再エネ選定が求められる(図 3-1-13)。な

お、地熱エネルギーの利用に関しては、熱利用を望む声が多い。 

 

285

88

62

72

16

33

99

10

0 50 100 150 200 250 300

１．導入や維持管理でコストがかかる

２．景観や地域資源に影響が出る

３．発電効率が悪い

４．温室効果ガスの削減効果が期待するほど高くない

５．今よりも生活が不便になる

６．新たなエネルギーを使うのが不安

７．情報が不足しており、再エネについてよく知らない

８．その他

 

図 3-1-13 「再生可能エネルギーを導入する際の課題」に対する回答 
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3-2.将来ビジョンの検討 

脱炭素シナリオにおいては、ゼロカーボンを実現した将来における社会の状態を表

すビジョンを作成することが重要となる。 

図 3-2-1 は「低炭素社会叙述ビジョンの構築」における将来の社会のコンセプトの

代表例を示している。 

小清水町は①地方都市であること、②前節のアンケート調査より 8 割が「豊かな自

然や風土を守り大切にするまち」を望んでいることから、ビジョン B が多くの人にと

って魅力的な「望ましい社会像」に近いと考えられる。 

 

 

図 3-2-1 将来の社会のコンセプト（出典：低炭素社会叙述ビジョンの構築） 

 

このことを踏まえ、アンケート調査結果より「将来ビジョン」を決定した上で、脱

炭素に向けた「コンセプト」を設定し、部門別目標(方向性)と課題を示した(図 3-2-2)。 

将来ビジョンは、「豊かな自然や風土を守り大切にするまち」、「空気がおいしい」、

「健康でいたい」、「働きやすい」、「子育てしやすい」の 5 つとし、このビジョンより

脱炭素に向けたコンセプトを「自然との共生」、「再エネの導入」、「産業の振興」、「暮

らしやすい」と設定した。 

部門別の方向性と課題は、運輸部門が観光と一体となった脱炭素化を目標とし、CO2

排出量が多い自動車は、町における移動・物流の手段であるため、すまい・観光、両

面からの脱炭素化を実現することを課題とした。
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家庭部門では、町民・事業者・行政との協働での脱炭素化を目標とし、省エネ・再

エネの設備や機器の導入促進が必要であり経済的な負担を伴うことから、町民・事業

者との協働を課題とした。 

業務部門では、まちづくりと一体になった脱炭素化を目標とし、町の住みやすさを

損なわずに、脱炭素化を実現することを課題とした。 

産業部門では、農業振興と両立する脱炭素化を目標とし、主産業の農業は生産額・

CO2 排出量ともに最も多い産業であるため、農業生産規模を縮小させずに脱炭素化を

実現することを課題とした。 

 

将来ビジョン

コンセプト

部門別 目標（方向性）と課題

〇 運輸部門：観光と一体となった脱炭素化

・CO2排出量が多い自動車は、町における移動・物流の手段。

・すまい・観光、両面からの脱炭素化を実現することが課題。

〇 家庭部門：町民・事業者・行政との協働での脱炭素化

・家庭部門では省エネ・再エネの設備や機器の導入促進が必要。

・経済的な負担を伴うことから、町民・事業者との協働が課題。

〇 業務部門：まちづくりと一体になった脱炭素化

・町の住みやすさを損なわずに、脱炭素化を実現することが課題。

〇 産業部門：農業振興と両立する脱炭素化

・主産業の農業は生産額・CO2排出量ともに最も多い産業。

・農業生産規模を縮小させずに脱炭素化を実現することが課題。

豊かな自然や風土を守り大切にするまち

子供を育てやすい 空気が水がおいしい

健康でいたい働きやすい

再エネの導入自然との共生 産業の振興 くらしやすい

 

図 3-2-2 小清水町の将来ビジョン、脱炭素コンセプトおよび地域別課題と方向性 

 

また、地域の脱炭素に向けたキャッチフレーズ（合言葉）は、「自然の恵み みん

なでつなげる 豊かな未来」と設定した。 
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3-3.脱炭素シナリオの検討 

 

3-3-1．削減目標 

国は「地球温暖化対策計画」において、①中期目標を「2030 年度に温室効果ガス

を 2013 年度から 46％削減ことを目指し、さらに 50％の高みに向け、挑戦を続けてい

く」とし、②長期目標を「2050 年にカーボンニュートラルの実現」としている。 

また、北海道は「北海道地球温暖化対策推進計画（第 3 次）」において、①中期目

標を「2013 年度比で 48％削減」、②長期目標を「2050 年ゼロカーボン北海道」の実

現としている。 

これを踏まえたうえで本戦略における本町の削減目標を設定する。①中期目標は、

2030 年度に基準年(2013 年)比で 46％削減することを基本としつつ、更なる削減を目

指すこととし、「46％以上削減」とする。②長期目標は、2050 年度に「カーボンニュ

ートラル（CO2 排出量実質ゼロ）」を達成することとし、2050 年脱炭素社会の実現を目

指すこととする(表 3-3-1)。 

 

表 3-3-1 中長期の削減目標 

目標年度 削減目標

① 中期：2030年度 基準年(2013年度)から46%以上の削減

② 長期：2050年度 カーボンニュートラル
 

 

本町の基準年となる 2013 年の排出量は 77,168 t-CO2 であるため、2030 年度の削

減目標は、35,497t-CO2（77,168 t-CO2×46％）と設定される。なお、2030 年度の BAU

シナリオにおける排出量が 67,417t-CO2 であることから、この時点で 9,751 t-CO2 が

削減されることになるため、目標を達成するためには、残り 25,746 t-CO2 を削減す

る必要がある(図 3-3-1)。 
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産業部門 業務部門 家庭部門 運輸部門 目標排出量

77,168

67,417

57,207

現況推計 将来推計

基準年比

46％削減

(基準年)

カーボンニュートラル達成

削減目標

35,497t-CO2
9,751

ｔ-CO2

削減必要量

25,746t-CO2

 

図 3-3-1 小清水町の脱炭素シナリオ 
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3-3-2．2030 年に向けた脱炭素シナリオ 

脱炭素シナリオは、2030 年までに削減すべき排出量 25,746 t-CO2(目標値)に対し、

①省エネ施策を実行して削減した量を算出し、②目標値に対する不足分を再エネ導入

によって補填するシナリオとした。 

なお、後述するが小清水町では、森林による二酸化炭素吸収量が約 6 万 t-CO2 あり、

目標値を大きく上回る。しかし、①その多くは国有林が占めていること、②森林吸収

に依存せず町として目標を達成すべき、との見方より森林吸収に関しては参考値とし

て取り扱うものとした。 

 

3-3-3．省エネによる削減計画 

省エネによる二酸化炭素削減量については、下記の 3 点について試算した。 

 

① 閣議決定された「地球温暖化対策計画」3に基づき国等と連携して進める各種省

エネ等対策による削減 

② 「エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下、省エネ法)」により特定事業

者がエネルギー消費原単位を年 1％以上低減させる義務化による削減 

③ 2030 年度の全電源平均(電気)の排出係数の改善による削減 

 

(1) 「地球温暖化対策計画」に基づく国等と連携して進める省エネ対策による削減 

ここでは、「地球温暖化対策計画」に基づき国等と連携して進める各種省エネ等対

策による削減について整理し、2030 年度における二酸化炭素削減量を試算した。 

試算方法は、計画に示される各省エネ対策について、小清水町との関連性を考慮し、

関係性があるものを抽出し、各項目の排出削減見込量(全国)を小清水町に按分した。

なお、按分は、基準年となる 2013 年度の全国と小清水町の温室効果ガスの排出量とし

た。 

「地球温暖化対策計画」に基づく省エネ対策による削減量を表 3-3-2 に示す。なお、

詳細については、資料編に示す。 

これによる二酸化炭素削減量は、産業部門が 137 t-CO2、その他業務部門が 1,843 

t-CO2、家庭部門が 2,145 t-CO2、運輸部門が 3,247 t-CO2、合計 7,371 t-CO2 と試算

された。 
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表 3-3-2 「地球温暖化対策計画」に基づく省エネ対策による削減量 

主要な対策

137 t-CO2

 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進

1,843 t-CO2

 建築物の省エネルギー化

 高効率な省エネルギー機器の普及

 トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上

 クールビズ・ウォームビズの推進

2,145 t-CO2

 住宅の省エネルギー化

 高効率な省エネルギー機器の普及

 トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上

 HEMS等の導入や省エネルギー情報提供を通じた徹底的なエネルギー管理の実施

 クールビズ・ウォームビズ、家庭エコ診断、食品ロス削減の推進

3,247 t-CO2

 次世代自動車の普及、燃費改善等

 道路交通流対策（道路交通流対策等の推進）

 環境に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグリーン化

 公共交通機関及び自転車の利用促進

 トラック輸送の効率化

 物流施設の脱炭素化の推進

 エコドライブ、カーシェアリングの推進

7,371 t-CO2

運輸部門

合計

削減見込み量

産業部門

その他業務部門

家庭部門

 
 

(2) 省エネ法による特定事業者の削減 

省エネ法により特定事業者がエネルギー消費原単位を年 1％以上低減させる義務化

による削減量を試算した。具体的には、特定事業者の 2019年の CO2排出量実績値（7,789 

t-CO2）をベースに 2030 年までに毎年前年比 1％削減した場合の削減量を算出した。

なお、本来は基準年（2013 年）より前年比 1％削減した際の削減量を試算するが、2013

年の実績値を把握できなかったため、2019 年からの削減量とした。その結果 2030 年

には 815t-CO2 が削減されると試算した。 

 

(3) 全電源平均の排出係数の改善による削減 

政府が示す「2030 年度におけるエネルギー需給の見通し」に基づき、国全体の全電

源平均の排出係数は、現況調査最新年である 2019 年の 0.601kg-CO2/kWh から 2030 年

に 0.25kg-CO2/kWh へ改善される。したがって、各部門で CO2 排出が電気に由来してい

る項目は、排出係数を 0.25kg-CO2/kWh に設定し、2030 年の排出量を試算した。その

結果 2030 年には 8,655t-CO2 が削減されると試算した。 
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(4) まとめ 

省エネによる削減量は、(1)国と連携した省エネが 7,371t-CO2、(2)特定事業者の削

減が 815t-CO2、(3)電気排出係数改善が 8,655t-CO2、合計 16,841t-CO2 と試算された。 

2030 年までに削減すべき二酸化炭素量 25,746t-CO2 であることから、残り

8,905t-CO2 を再エネによって削減する必要がある(図 3-3-2)。 

 

41,671

削減目標

25,746

〇2030年削減目標にむけて

【施策① 省エネ】

・太陽光 ・風力 ・中小水力 ・地熱 等で検討

・国等と連携して進める各種省エネルギー対策等
による削減見込量 7,371t-CO2

・省エネ法により特定事業者がエネルギー消費の原単位を年1％以上低減させ
る義務化による削減見込量 815t-CO2

・CO2排出係数の改善による削減見込量 8,655 t-CO2 

8,905   ｔ-CO2

16,841 ｔ-CO267,417 t-CO2

不足分は
【施策② 再エネ導入】

 

図 3-3-2 2030 年の削減目標にむけて 
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3-3-4．再エネによる削減計画 

前項において 2030 年度までに必要な再エネによる削減量は、8,905t-CO2 と試算さ

れ た 。 こ の 二 酸 化 炭 素 量 を 現 況 調 査 最 新 年 で あ る 2019 年 の 電 気 排 出 係 数

(0.601kg-CO2/kWh)で割り返した値は、14,817MWh であり、これが再エネで必要な発電

量(目標値)となる。目標値を満たすため、再エネ導入ポテンシャル、現状の再エネ導

入実績を整理し、再エネ導入目標を設定した。 

 

(1) 再エネ導入ポテンシャル 

本町の再エネ導入ポテンシャルについて、「再生可能エネルギー情報提供システム

（REPOS）」を用いて整理した。なお、REPOS では、ポテンシャルを図 3-3-3、表 3-3-3

の通り定義しており、ここで整理する「導入ポテンシャル」は、賦存量のうち、エネ

ルギーの利用等に関する種々の制約要因により利用できないものを除いたものである。 

 

 
図 3-3-3 REPOS における導入ポテンシャルの定義 

 

表 3-3-3 REPOS における導入ポテンシャルの定義 

ポテンシャルの種類 定　義

賦存量

技術的に利用可能なエネルギーの大きさ(kW)または量(kWh等)。設置可能面積、平均風

速、河川流量等から理論的に算出することができるエネルギーの大きさ(kW)または量(kWh等)

のうち、推計時点において、利用に際し最低限と考えられる大きさのあるエネルギーの大きさ

(kW)または量(kWh等)。

導入ポテンシャル

各種自然条件・社会条件を考慮したエネルギーの大きさ(kW)または量(kWh等)。賦存量

のうち、エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因（土地の傾斜、法規制、土地利

用、居住地からの距離等）により利用できないものを除いた推計時点のエネルギーの大きさ

(kW)または量(kWh等)。

事業性を考慮した

導入ポテンシャル

事業性を考慮したエネルギーの大きさ(kW)または量(kWh等)。推計時点のコスト・売価・条件

（導入形態、各種係数等）を設定した場合に、IRR（法人税等の税引前）が一定値以上と

なるエネルギーの大きさ(kW)または量(kWh等)。
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REPOS における再エネ導入ポテンシャルを表 3-3-4 に示す。 

電気の導入ポテンシャルは、太陽光発電が 475 万 MWh/年、陸上風力が 416 万 MWh/

年、地熱発電(低温バイナリー)が 3,000 MWh/年、中小水力発電が 0 である。このこと

から、本町では、太陽光発電、陸上風力がポテンシャルの面から有利であることが分

かる。また、中小水力発電の導入ポテンシャルはないと推計されている。なお洋上風

力に関しては、市町村単位の推計値がないが、後述(図 3-3-5)するマップよりポテン

シャルは低いと推測される。 

一方、熱の導入ポテンシャルは、太陽熱が 26,000GJ、地中熱が 257,000GJ/年と推

計されている。 

 

表 3-3-4 再エネ導入ポテンシャル 

大区分 中区分 賦存量 導入ポテンシャル 単位

― 61.861 MW

― 77,374.423 MWh/年

― 3,757.908 MW

― 4,673,697.335 MWh/年

― 3,819.769 MW

― 4,751,071.758 MWh/年

2,907.800 1,325.400 MW

8,192,181.273 4,157,763.532 MWh/年

― 0.000 MW

― 0.000 MWh/年

― 0.000 MW

― ― MWh/年

― 0.000 MW

― ― MWh/年

― ― MW

― ― MWh/年

0.000 0.000 MW

― 0.000 MWh/年

0.000 0.000 MW

― 0.000 MWh/年

0.550 0.491 MW

― 3,008.110 MWh/年

0.550 0.491 MW

― 3,008.110 MWh/年

― 5,145.660 MW

― ― MWh/年

太陽熱 太陽熱 ― 26,036.736 GJ/年

地中熱 地中熱 ― 256,802.595 GJ/年

― 282,839.331 GJ/年

太陽光

建物系

土地系

合計

風力 陸上風力

中小水力

河川部

農業用水路

合計

バイオマス 木質バイオマス

地熱

蒸気フラッシュ

バイナリー

低温バイナリー

合計

再生可能エネルギー（電気）合計

再生可能エネルギー（熱）合計  
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続いて、導入ポテンシャルマップを図 3-3-4、図 3-3-5 に示す。 

太陽光(建物系、土地系)の導入ポテンシャルは、市街地を形成する中央部から北部

の平野部で高く、山地を形成している南部で低い傾向にある。 

一方、陸上風力の導入ポテンシャルは、太陽光とは逆に市街地を形成する中央部か

ら北部で低く、山地を形成している南部で高い。また、洋上風力は、ポテンシャルが

認められるものの、陸上風力より低い傾向にある。 

 

  

太陽光(建物系)発電 太陽光(土地系)発電 

  

陸上風力発電 洋上風力発電 

図 3-3-4 REPOS における導入ポテンシャル_太陽光発電、風力発電 
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地熱発電は市街地のある中央部や南西部など限られた地域で認められるもののポ

テンシャルは低く、中小水力発電は導入ポテンシャルが確認されなかった。 

なお、太陽熱および地中熱に関しては、ともに市街地中心で高く、南部の山地では

低くなっている。 

 

  

中小水力発電 地中熱発電 

  

太陽熱 地中熱 

図 3-3-5 REPOS における導入ポテンシャル_中小水力発電、地熱発電、太陽熱、地中熱 
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(2) 現状の再エネ導入実績 

本町の再エネ導入実績について、REPOS を用いて整理した(表 3-3-5)。 

再エネ発電の導入実績は、太陽光発電が 1.4 万 MWh/年であり、その他は報告されて

いない。 

一方、熱の導入実績は、地中熱が 2 件、190kw のみである。 

「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）に係る利用解説書」4を参考に、

太陽光の 10kw 未満は建物系、10kw 以上は土地系と見なすと、導入ポテンシャルに対

する導入実績は、建物系が 2％、土地系では 0.2％となる。また、風力についても導入

ポテンシャルがあるのに対し、導入実績がない。 

以上より、太陽光、風力といった再エネの利活用による温室効果ガスの削減は可能

であると判断できる。 

 

表 3-3-5 再エネ導入実績 

大区分 中区分 導入実績量 単位

1.316 MW

1,579.258 MWh/年

9.415 MW

12,453.785 MWh/年

10.731 MW

14,033.044 MWh/年

0.000 MW

0.000 MWh/年

0.000 MW

0.000 MWh/年

0.000 MW

0.000 MWh/年

0.000 MW

0.000 MWh/年

10.731 MW

14,033.044 MWh/年

- 台

- m2

- 台

- m2

2.000 件

190.000 kW

- 件

0.000 kW

- 件

0.000 kW

太陽光

10kW未満

10kW以上

合計

風力

水力

バイオマス

地熱

再生可能エネルギー（電気）合計

太陽熱※4

太陽熱温水器

ソーラーシステム

地中熱※5

クローズドループ

オープンループ

供用
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(3) 再エネ導入目標 

ここでは、前述のポテンシャル、導入実績より優位であると判断された太陽光発電

および風力発電を対象に、2030 年までの目標値(14,817MWh)に必要な導入件数等を整

理した。 

 

1) 太陽光発電 

現状の太陽光発電の導入状況を把握するため、排出量カルテより抜粋した小清水町

の再エネ導入状況の推移を表 3-3-6、表 3-3-7 に示す。 

発電電力量は、太陽光発電(10kW 未満)が、2014 年に 1,373MWh、2017 年が 1,509MWh、

2020年に 1,579MWh、太陽光発電(10kW以上)が 2014年に 10,623MWh、2017年に 11,888MWh、

2020 年に 12,454MWh と推移しており、いずれも増加傾向にあることが分かる。また、

現在の時点での発電電力量は合計 14,033MWh であり、目標値 14,817MWh を概ね満たし

ており、固定価格買取制度の買取期間終了後には、蓄電池や電気自動車との組み合わ

せで自家消費が進むと想定すると、現状の導入状況で十分であると判断できる。 

 

表 3-3-6 再エネ導入状況の推移_設備容量(出力) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

太陽光発電（10kW未満） 1,144 kW 1,196 kW 1,220 kW 1,257 kW 1,265 kW 1,275 kW 1,316 kW

太陽光発電（10kW以上） 8,031 kW 8,865 kW 8,865 kW 8,987 kW 8,987 kW 9,135 kW 9,415 kW

風力発電 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

水力発電 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

地熱発電 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

バイオマス発電 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

再生可能エネルギー合計 9,175 kW 10,062 kW 10,084 kW 10,244 kW 10,252 kW 10,409 kW 10,731 kW

再エネの導入状況
区域の再エネの設備容量の導入状況

 

 

表 3-3-7 再エネ導入状況の推移_発電電力量 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

太陽光発電（10kW未満） 1,373 MWh 1,436 MWh 1,464 MWh 1,509 MWh 1,518 MWh 1,530 MWh 1,579 MWh

太陽光発電（10kW以上） 10,623 MWh 11,726 MWh 11,726 MWh 11,888 MWh 11,888 MWh 12,083 MWh 12,454 MWh

風力発電 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh

水力発電 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh

地熱発電 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh

バイオマス発電 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh

再生可能エネルギー合計 11,996 MWh 13,162 MWh 13,190 MWh 13,396 MWh 13,406 MWh 13,613 MWh 14,033 MWh

区域の電気使用量 24,934 MWh 24,031 MWh 24,038 MWh 23,304 MWh 23,397 MWh 23,303 MWh 23,303 MWh

対消費電力FIT導入比 48.1% 54.8% 54.9% 57.5% 57.3% 58.4% 60.2%

再エネの導入状況
区域の再エネの設備容量の導入状況
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参考として、2014 年から 2020 年までの傾向が、このまま推移(2014 年を基準＝0 と

した)した場合について試算した。太陽光発電(10kW 未満)は 2030 年に 570MWh、2050

年に 1,284MWh、太陽光発電(10kW 以上)は 2030 年に 5,355MWh、2050 年に 12,048MWh

増加すると予想される(図 3-3-6)。 

570 
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図 3-3-6 再エネ(太陽光)発電量の推移予測_2014 基準 

 

以上より、現在の導入実績に増加予測分を加算した合計発電量は、太陽光発電(10kW

未満)が 2030 年に 1,943MWh、2050 年に 2,657MWh、太陽光発電(10kW 以上)が 2030 年に

15,978MWh、2050 年に 22,671MWh になると推測される(図 3-3-7)。 

このことから、太陽光発電については、現状の推移で導入が進めば、2030 年までの

目標値(14,817MWh)を十分に達成する見込みである。 
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図 3-3-7 再エネ(太陽光)発電量の推移予測 
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また、固定価格買取制度を考慮せず、2030 年度までに目標値(14,817MWh)を達成す

る場合に必要な太陽光発電設備の件数を試算した(表 3-3-8)。 

太陽光発電の導入件数は、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措

置法 情報公表用ウェブサイト 5」で公表されており、直近の 2020 年度は、太陽光発

電(10kW 未満)が 166 件、太陽光発電(10kW 以上)が 39 件となっている。これを区域の

再エネ発電電力量で除すと、1件当りの発電電力量は、太陽光発電(10kW未満)が 9.5MWh、

太陽光発電(10kW 以上)が 319MWh と算出される。 

一方、2030年度の目標値(14,817MWh)を 2020年の発電電力量(実績値)で按分すると、

10kW 未満が 1,667MWh、10kW 以上が 13,150MWh となる。この発電電力量を 1 件当りの

発電電力量で除すと、太陽光発電(10kW 未満)が 175 件、太陽光発電(10kW 以上)が 41

件と試算された。 

 

表 3-3-8 再エネ(太陽光)導入件数の推定 

太陽光発電（10kW未満） 1,579 166 9.5 1,667 175

太陽光発電（10kW以上） 12,454 39 319 13,150 41

合計 14,033 205 ー 14,817

2020年度は実績値、2030年度の発電電力量は目標値(14,817MWh)と2020年の発電電力量の按分により算出した。

2030年度の件数は発電電力量を1件当りの発電電力量で除して算出した。

項目
1件当りの

発電電力量

(MWh)

区域の再エネ

発電電力量

(MWh)

件数

(件)

2020(実績) 2030(目標)

区域の再エネ

発電電力量

(MWh)

件数

(件)
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2) 風力発電 

小清水町における風力発電は、前述の排出カルテ(表 3-3-5)に示される通り、導入

実績はない。 

そこで北海道の風力発電の導入状況等を把握するため、「北海道における風力発電

の現状と課題」6より抜粋した北海道における風力発電所の設置状況を表 3-3-9 に示

す。 

北海道における風力発電の設備容量(出力)は 521,145kw、風車基数は、346 基、1 基

当り出力は約 1,500kw、設備利用率は 20.7～36.9％であった、小清水町で導入した場

合の設備利用率を、最低値の 20.7％を採用すると、1 基当りの年間発電電力量は、

1,500kw×0.207×24×365＝2,720MWh と算出された。ここで、目標値(14,817MWh)に必

要な風力発電の基数を求めると、およそ 5 基と試算される。 

 

表 3-3-9 北海道における風力発電所の設置状況 

項目 宗谷 檜山 石狩 留萌 胆振 渡島 後志 根室 釧路 計

設備容量

出力(kw)
134,065 132,500 69,380 63,130 48,450 36,800 21,080 14,370 1,370 521,145

風車基数

(基)
120 76 27 55 25 14 17 11 1 346

1基当り出力

(kw/基)
1,117 1,743 2,570 1,148 1,938 2,629 1,240 1,306 1,370 1,506

年間設備

利用率(％)
36.9 25.0 30.3 20.7 30.2 20.7 25.0 20.7 20.7 27.9

1基当り出力＝設備容量/風車基数　年間設備利用率＝留萌、渡島、根室、釧路はその他の値を記載。  
 

(4) その他再エネ 

太陽光、風力以外の再エネについて、補足として現状、展望等を整理した。 

 

1) バイオディーゼルフューエル(BDF) 

バイオディーゼルフューエル(BDF)に関しては、ナタネ・ヒマワリなどの油糧作物

から直接 BDF を生産する方法と、ナタネ油等を民生利用した後の廃食油から精製する

方法の 2 種類がある。BDF 生産量は、欧州連合(EU)、米国、ブラジルの順に多く、EU

ではナタネ油、廃食油、パーム油、大豆油などを原料としている7。 

日本では、廃食油を利用した BDF 生産が主であり、北海道では帯広市などが知られ

ているが、直接油糧作物から BDF を生産している事例は少ない。また、2007 年時点の

技術水準では、直接ナタネ油から BDF を生産した場合、等量の軽油の 3 倍を超える CO2

排出量となり、仮に単収が 2.5 倍に高まって物財費と減価償却費がそれぞれ 5 割削減

されたシナリオでも CO2 が 4 割増加すると報告されている8。 

以上のことから、実績および LCA-CO2 の観点より、BDF を再エネとして活用する場合

は、廃食油を原料とすることが望ましいと考えられる。
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2) 木質バイオマス 

木質バイオマスに関しては、「農山漁村再生可能エネルギー導入可能性等調査

(2013)」において、北海道の市町村毎の賦存量や発電電力量が試算されている。その

報告書より抜粋した小清水町の木質バイオマスは、表 3-3-10 に示すとおりであり、

賦存量は 4,334DW-t/年、発電電力量に換算すると 333MWh と試算されており、目標値

(14,817MWh)に対して 2％程度である。 

 

表 3-3-10 小清水町における木質バイオマスの賦存量、発電電力量 

賦存量 賦存熱量 発電電力量

木質バイオマス

小清水町 (DW-t/年) (GJ/年) (kwh)

未利用系資源・林地残材 1,822 91 32,973 1,639 14 122,640

未利用系資源・切捨間伐材 2,414 128 51,399 2,720 23 201,480

廃棄物系資源・国産材製材廃材 0 0 0 0 0 0

廃棄物系資源・外材製材廃材 0 0 0 0 0 0

廃棄物系資源・建築廃材 78 4 1,410 76 1 8,760

廃棄物系資源・新･増築廃材 20 3 354 48 0 0

廃棄物系資源・公園剪定枝 0 0 0 0 0 0

合計 4,334 226 86,136 4,483 38 332,880

(株)ドーコン(2013)：農山漁村再生可能エネルギー導入可能性等調査より抜粋

※出力ポテンシャル＝有効利用熱量×発電効率(0.27)×1kWh/(3.6MJ×(24×365)h)

出力ポテン

シャル

(kW)

有効利用可能量

(DW-t/年)

有効利用

可能熱量

(GJ/年)

 

 

3) 地熱 

小清水町では、既に 6 本の温泉井戸を保有しており、既に「ふれあいセンター」「高

齢者生活福祉センター」「アグリハートセンター」で温浴や暖房、湯沸し補助、さらに

はロードヒーティングに使用されている。また、現在建築中の複合庁舎においても、

「温泉熱」を暖房に活用する予定である。このように地熱は小清水町での有用な資源

であるが現在は図 3-3-8 に示すような直接利用が主である。地熱のもう一つの利用方

法として発電もあることから、発電の可能性について調査した。 

 

図 3-3-8 地熱の利用方法 
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図 3-3-9 に地熱の温度別利用法を示す。町の地熱の温度帯は 40～60℃であるが、

従来型発電については 180℃以上、バイナリー発電では 90～180℃の温度帯が最適との

報告がある。つまり、現在の技術下においては小清水町地熱の温度帯での発電につい

ては困難である。近年、90℃よりも低温での温泉熱を使用した発電の事例も出ている

ことから、2050 年までの技術革新に期待することが望ましい。 

 

 

図 3-3-9 地熱の温度別利用方法 
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3-3-5．森林吸収 

推計は環境省の「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算

定手法編）」（令和 4 年 3 月）」で示される推計手法のうち(表 3-3-11)、統計情報のみ

で推計が可能な（１）森林全体の炭素蓄積変化を推計する手法を適用した。推計の対

象となるのは、区域内に存在する森林計画対象森林で、基準に定めた年次から報告対

象年までの 2 時点の森林蓄積の変化量から期間中の炭素蓄積を求め、二酸化炭素（CO2）

の吸収量を推計した。 

推計に使用する 2 時点のデータは温室効果ガス排出量算出に合わせて、基準年（2013

年度）と最新年の（2019 年度）とし、算出対象とする森林面積は農林水産省の「農林

業センサス（2013 年度・2019 年度）森林計画による森林面積」を参照した。 

 

表 3-3-11 森林による温室効果ガス吸収量の推計手法の概要 

推計手法 対象とする森林 必要なデータ 特徴

（１）森林全体の炭素蓄

積変化を推計する手法
森林計画対象森林

2時点以上の森林

蓄積の情報

・地方公共団体別の森林蓄積に関する統

計情報のみで推計可能。

・実際に区域における大気中とのCO2 のや

り取りを推計。

（２）森林吸収源対策を

行った森林の吸収のみを推

計する手法

森林計画対象森林のう

ち、森林吸収源対策が

行われた森林

森林施業の実施実

績の詳細情報収穫

表

・詳細な推計が必要。京都議定書の下で

の報告や、J―クレジットの方法に準ずる。

・間伐が排出に計上されない。

（３）森林吸収源対策を

行った森林の吸収のみを推

計する簡易手法

森林計画対象森林のう

ち、森林吸収源対策が

行われた森林

森林施業の実施面

積

・森林経営面積のみで推計を行う簡易手

法。

・推計手法（１）、（２）に比較して、実

態の CO2 吸収量とのかい離が生じやす

い。

「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」（令和4年3月）」P192より抜粋  

 

国有林の推計結果を表 3-3-12、民有林の推計結果を表 3-3-13 に示す。 

その結果、年間の吸収量は国有林が 59,788t-CO2/年、民有林が 705t-CO2、合計

60,493t と試算された。 

森林による二酸化炭素吸収量は約 6万ｔ-CO2と削減目標値を大きく上回っているが、

①その多くは国有林が占めていること、②森林吸収に依存せず町として目標を達成す

べき、との見方より森林吸収に関しては参考値として取り扱うものとし、省エネ施策

と再エネ導入により 2030 年の削減目標の達成を目指していく。 
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表 3-3-12 森林による二酸化炭素吸収量の推計結果(国有林) 

2013年 2019年 2013年 2019年

1,395 1,605 766 832

442,961 509,584 364,247 395,460

59,788

11,104 5,202

樹種別吸収量［t-CO2/年］ 40,714 19,075

針葉樹 広葉樹

樹種別蓄積量    (千m3)

森林炭素蓄積量    (ｔ-Ｃ)

森林炭素増分（ｔ-C/6年） 66,622 31,213

国有林

年あたりの森林炭素増分（ｔ-C/年）

吸収量合計［t-CO2/年］  

 

表 3-3-13 森林による二酸化炭素吸収量の推計結果(民有林) 

2013年 2019年 2013年 2019年

337 330 157 164

107,009 104,714 74,656 78,104

吸収量合計［t-CO2/年］ 705

2,107

-2,295 3,448

年あたりの森林炭素増分（ｔ-C/年） -383 575

樹種別吸収量［t-CO2/年］ -1,403

樹種別蓄積量    (千m3)

森林炭素蓄積量    (ｔ-Ｃ)

森林炭素増分（ｔ-C/6年）

広葉樹
民有林

針葉樹
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3-3-6．2050 年に向けた脱炭素シナリオ 

省エネ施策および再エネ導入により 2030 年の削減目標が達成された場合、2050 年

のカーボンニュートラル(CO2 排出量実質ゼロ)達成のためには、57,207t-CO2 の排出量

削減が必要となる（図 3-3-10）。2050 年に向けては、これまでの取り組みを継続する

ことに加え、今後の技術革新による新たな省エネ・再エネ導入の取り組み、森林を中

心とした CO2 の吸収源の確保や強化により、カーボンニュートラルをめざす。 

 

 

図 3-3-10 小清水町の 2050 年に向けた脱炭素シナリオ
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4．施策及び指標の検討並びに重要な施策に関する構想の策定 

ここでは、脱炭素シナリオの実現に向け、「省エネ」や「再エネ」に関する各部門

の具体的な取り組み案を、「3-2.将来ビジョンの検討」で設定した部門別の方向性を踏

まえて検討した(表 4-1-1～表 4-1-4、表 4-2-1)。ここでは、施策内容、課題、2030

年までの実現性に加え、対策・施策を進めていく上での対応者(ステークホルダー)に

ついて整理した。 

 

4-1.省エネ 

4-1-1．産業部門 

 

部門別方向性 

 

 

 

産業部門では基幹産業である農業の生産性や作業性を損なうことなく、CO2 排出量

を削減することが重要である。農業機械の燃費改善による化石由来燃料の削減、長期

的には農業機械の電化や水素活用による非化石由来燃料への転換が見込まれる。特に

農業機械の性能向上は CO2 削減だけではなく、地域課題である農業の担い手不足に対

して、生産性や作業性の向上にも寄与することが期待される。また、2050 年のカーボ

ンニュートラル達成に向けて畑地における CO2 吸収・固定量の増加も重要な施策であ

ると考える。 

表 4-1-1 産業部門「省エネ」に関する各分野の具体的な取り組み案 

行

政

事

業

者

住

民

農業機械の燃料の改質
農機の更新頻度が長期であることから、現在の農機を

活用しつつ低炭素化を図る
〇 〇

農林業機械の電化、水素化 要素技術を含めた電動農林業機械等の開発・普及 2050 〇

畑地のCO2吸収・固定
畑地における有機物の含有量増加を図ることにより吸

収・固定量の増加を図る

2030-

50
〇

テレワークの推奨（活用の再エネ最

適化）
働き方の見直しも期待 〇 〇 〇 〇

ワーケーションの拡大
スローワークス、ワーケーションなど、働き方の見直しも期

待
〇 〇 〇 〇

対応者

施策 内容・課題等

2030年

までの

実現性
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4-1-2．業務その他部門 

 

部門別方向性 

 

 

 

小清水町においては、公共施設や医療・福祉施設といった町民の生活基盤が業務そ

の他部門の大部分を占めることから、脱炭素化の施策はまちづくりと併せて検討され

る必要がある。建築物の維持管理では長寿命化計画等との整合性を図り、更新・改築

時期等を見据えながら ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化や断熱化を促進し、

ZEB 化が難しい場合には、CO2 排出量の少ない事業者からのクリーンエネルギー購入な

どの工夫も必要と考えられる。2050 年に向けた長期的な施策として、町の市街中心部

に生活機能を集約し、そこに分散型エネルギーを導入することで、環境に優しく災害

に強いまちづくりが可能となる。 

 

表 4-1-2 業務その他部門「省エネ」に関する各分野の具体的な取り組み案 

行

政

事

業

者

住

民

ZEBの推進、改修時は断熱の推進
現在は需要はないが、技術的には可能、新築物件への

普及を期待
〇 〇 〇 〇

二酸化炭素の排出量が少ない発電

事業者からの電力購入
自発的な選択のほか、外部要因の改善にも期待 〇 〇 〇 〇

書類等の電子化
公的書類を電子化等することにより、手続きの効率化、

書類発行に伴う運輸部門でのCO2排出量の削減
〇 〇 〇 〇

Ai、ICTを活用した排出量・削減効

果の見える化

CO2排出量、取組、目標などの見える化により理解促

進を図る
〇 〇 〇 〇

クールビズ・ウォームビズ、食品ロス削

減、節電・節水の実施徹底の促進

住民の意識改革を図り、自発的な取組の拡大・定着に

つなげる普及啓発活動の実施
〇 〇 〇 〇

環境教育の普及促進 「気づきの場所」としての情報発信、体験機会の提供 〇 〇 〇

コンパクトなまちづくり まちづくりと合わせた長期の視点が必要 2050 〇 〇 〇

災害に強いまちづくり マイクログリッド、分散型エネルギーの導入 2050 〇 〇 〇

施策 内容・課題等

2030年

までの

実現性

対応者
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4-1-3．家庭部門 

 

部門別方向性 

 

 

  

家庭部門においては、まずは家庭でできる省エネ行動について、最大限の普及啓発

を図ることが重要である。身近な行動でも CO2 削減につながる取り組みは多く、町民

と行政が一丸となって取り組むことで大きな効果となると考えられる。家庭部門の

CO2 排出量の現況推計から、小清水町では他地域と比較して電気・灯油の使用量が多

いことが確認されていることから、住宅の ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）

化や断熱化によるエネルギー使用量の削減、太陽光発電や蓄電池導入といった住宅の

脱炭素化も望まれるが、これらは設備投資を必要とする。昨今のエネルギー価格の高

騰により家庭におけるエネルギー支出も増加していることから、事業者とも協働しな

がら家庭にもメリットのある設備導入を検討していくことで、町民にとっても望まし

い脱炭素化が実現できる。 

 

表 4-1-3 家庭部門「省エネ」に関する各分野の具体的な取り組み案 

行

政

事

業

者

住

民

ZEHの推進、改修時は断熱の推進
現在は需要はないが、技術的には可能。新築物件への

普及を期待
〇 〇 〇 〇

二酸化炭素の排出量が少ない発電

事業者からの電力購入
自発的な選択のほか、外部要因の改善にも期待 〇 〇 〇 〇

家庭用蓄電池の導入
再エネを蓄積するための家庭用蓄電器の導入（災害

時の電気としても利用）
〇 〇 〇 〇

省エネ家電(高効率給湯・照明など)

の活用

公共では進んでいる一方、事務事業、家庭での機器更

新に合わせた推進に期待
〇 〇 〇 〇

クールビズ・ウォームビズ、食品ロス削

減、節電・節水の実施徹底

地域の生活スタイルや個々のライフスタイル等に応じた効

果的かつ参加しやすい取組の推進
〇 〇 〇 〇

VRの充実による遠隔サービスの拡充
地域の強みを生かしながら暮らしの中でのサービス向上

を図る
2050 〇 〇 〇

2030年

までの

実現性

対応者

施策 内容・課題等
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4-1-4．運輸部門 

 

部門別方向性 

 

 

 

 公共交通機関のあまり充実していない地方都市では自動車への依存度が高く、移

動・物流の利便性を損なわずに自動車からの CO2 排出量を削減する施策が求められる。

高齢化社会では安全面からも高齢者の交通手段を自家用車から公共交通機関に転換す

ることが望ましく、予約制の乗り合い交通システムであるオンデマンド交通を導入す

ることで、自家用車の利用削減に加えて高齢者が安心・安全に暮らすことができる環

境づくりにも寄与する。小清水町には年間約 70 万人の観光客が訪れることから、観光

客向けの EV カーシェアリングやゼロカーボンパークを始めとするサステナブルツー

リズムの推進は、豊かな自然を魅力とする町の観光振興に繋がることが期待される。 

 

表 4-1-4 運輸部門「省エネ」に関する各分野の具体的な取り組み案 

行

政

事

業

者

住

民

次世代自動車の普及、燃費改善
ハイブリッド・電気自動車の普及拡大、2050年までに

水素燃料の自動車の普及

2030-

50
〇 〇 〇

二次交通としてのEVカーシェアリング

の普及

観光客の移動に伴う脱炭素化、利用促進に資する情

報提供サービス等の付加
〇 〇 〇

EV用受電設備の普及 EVカーシェアリング導入拡大の入り口 〇 〇 〇 〇

オンデマンド交通等の導入
高齢化社会への対応も視野に、利便性の向上を要検

討
〇 〇 〇 〇

再エネ電力×EVによるゼロカーボンド

ライブの普及
地域間連携による広域な取り組みへの期待 〇 〇 〇 〇

トラック輸送の効率化、宅配便再配

達の削減

共同輸送やドローン物流による効率化、宅配便の職場

等受け取りによる再配達時のCO2量を削減
〇 〇 〇 〇

持続可能な観光地づくり・サステナブ

ルツーリズム

地域資源の保全・利用の在り方の提案・定着、参加・

体感することでの旅の質（サービス）向上
〇 〇 〇 〇

公共交通機関の利用促進
市街地や観光地への移動手段としての公共交通機関

の検討

2030-

50
〇 〇 〇

自転車の利用促進
市街地や観光地への移動手段としての自転車利用の

検討
〇 〇 〇 〇

対応者

施策 内容・課題等

2030年

までの

実現性
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4-2.再エネ 

再エネは町の自然や風土を守りながら導入を検討していくことが重要である。小清

水町で導入ポテンシャルの高い太陽光発電は、スペースを効率的に活用した壁面や屋

根置きタイプや車庫・資材倉庫への設置が、自然環境への影響が少なく実現性が高い

導入施策と考えられる。その他の再エネでは、風力発電が野鳥や景観への配慮、バイ

オマス発電が安定した原材料確保が課題として挙げられる。小水力発電は上水道設備

を活用したマイクロ水力発電が将来的な技術革新により実現可能な施策として期待さ

れる。 

 

 表 4-2-1 「再エネ」に関する具体的な取り組み案 

行

政

事

業

者

住

民

電力の地域循環・面的利用 卒FIT後を想定、運用面（収支）が課題 2050 〇 〇

壁面や屋根置き太陽光発電の設置

（自家消費）

限られたスペースの効果的に活用。公共施設（学校）

等の大規模改修時の導入。蓄電池導入も検討
〇 〇 〇

上水道設備を活用したマイクロ水力

発電
上水道の減圧弁活用に期待 2050 〇 〇

分散型エネルギー（再エネ）の近接

地での面的利用
公共施設間などにおけるエネルギー融通・面的活用 〇 〇

既存の系統線や自営線を活用した

地域再エネの地産地消

卒FITを想定した仕組みづくりの検討。産業間での連携

も期待。
〇 〇 〇 〇

地域間連携による再エネ融通
各地域の特性も踏まえた地域間での需給平準化を図

る
〇 〇 〇 〇

車庫や資材倉庫への太陽光発電設

置
発電設備の設置可能性はあり 〇 〇 〇 〇

風力発電
野鳥、景観などの自然環境の配慮、住民の理解が課

題
2050 〇 〇

地熱 熱利用の普及拡大、発電利用は技術革新に期待 2050 〇 〇

バイオマス発電など 原材料の確保が課題 〇 〇 〇

対応者

施策 内容・課題等

2030年

までの

実現性
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5．「地域脱炭素ロードマップ」に基づく地域脱炭素の実現を目指した計画策定 

前章の 2030 年度および 2050 年度の目標に向けた施策を踏まえ、2050 年度カーボン

ニュートラルに向けた部門別ロードマップ案を整理するとともに、脱炭素社会のイメ

ージ案を作成した(表 5-1、図 5-1)。 

 

 表 5-1 2050 年の脱炭素社会の部門別ロードマップ案 

部門 取組内容 2030年度まで 2050年度まで

・農業機械の燃料改質の検討、推進

・農業機械の電化の普及促進

・畑地への適正な有機物還元の徹底

・テレワーク、ワーケーションの推奨、設備導入

・新築時のZEB、改修時の断熱の推進

・二酸化炭素の排出量が少ない発電事業者からの電

力購入推進、普及

・書類等の電子化の推進、普及

・Ai、ICTを活用した排出量・削減効果の見える化の

推進、普及

・クールビズ・ウォームビズ、食品ロス削減、節電・節水

の推進

・環境教育の普及促進

・脱炭素を兼ねたコンパクトシティを目指したまちづくり

計画の検討

・災害に強いまちづくり基盤の構築検討

・新築時のZEH、改修時の断熱の推進

・二酸化炭素の排出量が少ない発電事業者からの電

力購入推進、普及

・家庭用蓄電池の普及拡大

・省エネ家電(高効率給湯・照明など)の活用推進

・クールビズ・ウォームビズ、食品ロス削減、節電・節水

の実施

・VRの充実による遠隔サービスの拡充

・次世代自動車の普及推進

・二次交通としてのEVカーシェアリングの検討、普及推

進

・EV用受電設備の普及拡大

・オンデマンド交通等の導入検討

・再エネ電力×EVによるゼロカーボンドライブの普及推

進

・共同輸送・ドローン物流、職場受取りの普及拡大

・持続可能な観光地づくり・サステナブルツーリズムの検

討・推進

・公共交通機関の利用促進の検討

・自転車の利用促進

・電力の地域循環・面的利用の検討

・壁面、屋根、車庫等への太陽光発電と蓄電池の設

置検討、導入拡大

・上水道設備を活用したマイクロ水力発電の導入検討

・既存の系統線や自営線を活用した地域再エネの地

産地消の検討

・再エネの地域間連携の推進

・風力・地熱・バイオマス発電の検討、一部導入推進

地域特性を

活かした

再エネの導入

再エネ
・地域特性を活かした再エネ導入により、エネルギーの

地産地消を実現

運輸

部門

観光と一体

となった

脱炭素化

・次世代自動車の普及拡大、インフラ整備、物流の効

率化による新しい交通運輸体系の確立、観光地との

連携による観光産業の振興

・公共施設等のZEB化、クリーンエネルギー購入の普

及拡大に加え、太陽光発電や地熱発電を生かしたエ

ネルギーの地産地消によるゼロカーボンの達成

・マイクログリッド、分散型エネルギーの導入による災害

に強くコンパクトなまちづくりの形成、持続可能なまちづ

くりに関わる人口の増加

・再エネ燃料、農業機械の電化・水素化が普及し、農

業廃棄物ゼロの循環型脱炭素農業が確立

・新たな働き方、暮らし方が浸透し、産業部門に関わ

る人口の増加、再エネ電力の最適化

家庭

部門

町民・事業者

・行政との協議

での脱炭素化

・住宅のZEH化、クリーンエネルギー購入、省エネ家電

の普及拡大に加え、太陽光発電と蓄電池を併用した

エネルギーの地産地消、節エネルギーによるゼロカーボ

ンの達成

農業振興と

両立する

脱炭素化

産業

部門

まちづくりと

一体になった

脱炭素化

業務

その他

部門
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 図 5-1 小清水町の脱炭素社会イメージ案 
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6．地球温暖化対象実行計画の策定及び実施 

本戦略を遂行するため、地球温暖化対象実行計画を策定し、必要な対策を実施する

こととし、その進捗管理は図 6-3-1 に示すような PDCA サイクルを利用し、以下のと

おり実施する。 

 

6-1.計画の策定および実施（PLAN DO） 

庁内の関係部部署や対応者との適切な連携の下に、各年度において実施すべき対

策・施策の具体的な内容を検討し、着実に実施する。 

 

6-2.進捗管理・評価（CHECK） 

戦略期間の中間年度と、目標年度において、区域全体の温室効果ガス排出量につい

て把握するとともに、戦略全体の目標に対する達成状況を評価し、その結果を町のホ

ームページや広報誌などを通じて公表する。 

 

6-3.見直し（ACTION） 

戦略の中間年度における進捗管理・評価の結果や、今後の社会状況の変化等も踏ま

え、必要に応じて戦略内容を見直す。 

 

ＰＤＣＡ
CYCLE

PLAN

DOCHECK

ACTION

計画

改善

行動

評価

計画・目標
づくり

取り組み
の実施

取り組みによる
成果の検証

改善点の
抽出

 

図 6-3-1 地球温暖化対象実行計画における PDCA の全体像 
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7．戦略および地球温暖化対象実行計画の実施体制 

地球温暖化対象実行計画の策定・実施にあたっては、町長を本部長とした「小清水

町地球温暖化対策推進本部」により実施する（図 7-1）。また、戦略を実施するにあた

り、町内の様々な団体や組織、機関から構成される「小清水町再生可能エネルギー導

入推進検討委員会」や周辺自治体から構成される「斜里郡 3 町再エネ連絡会（仮称）」

とも連携も行う。 

広
域
連
携

報告

小清水町地球温暖化対策推進本部連
携

構成：斜里町、
清里町、
小清水町

小清水町長

実施機関：総務課、企画財政課、
町民生活課、保健福祉課、
産業課、建設課、保育所、
出納室、教育委員会、
議会事務局、消防

・計画策定 ・検討
・全体プロセスの進行
・個別の計画実施

（ステークホルダー会合）

協議・
意見集約

（タスクフォース）

・有識者からの助言
・住民との合意形成

指示

本部長 ：町長
副本部長：副町長・教育長
構成員 ：各課長等

次の事項の検討協議
・将来ビジョン等の作成
・再エネ導入目標の作成 など

構成員：自治会連合会、
青年会、ＪＡ、
商工会、建設業協会、
観光協会、運輸業界
環境保全団体、
金融機関、行政機関

事務局：町民生活課住民活動係

小清水町再生可能
エネルギー

導入推進検討委員会

事務局 ：町民生活課住民活動係

斜里郡３町
再エネ連絡会議

（仮称）

（ステークホ
ルダー会合）

・広域連携
・業法共有

 

 図 7-1 地球温暖化対象実行計画における小清水町の実施体制 
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